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ワクチン接種について新型コロナウイルス新型コロナウイルス ワクチン接種について
オミクロン株対応ワクチン接種について

（令和４年11月14日時点）

日　　　程 予　約　時　間
12/１（木）

12/３（土）

12/７（水）

12/８（木）

12/10（土）

12/11（日）

12/15（木）

12/16（金）

12/21（水）

１/11（水）

１/12（木）

予約について
　壬生町コロナワクチンコールセンターへお問合せください。
※オミクロン株対応ワクチンを個別の医療機関で接種希望の場合は、直接医療機関に
　ご連絡ください。
※生後６か月から４歳の乳幼児の予約については接種券に同封されている案内チラシ
　をご確認の上、直接医療機関にご連絡ください。

初回接種（１・２回目接種：12歳以上）がお済みでない方へ
　初回接種（１・２回目）としてオミクロン株対応ワクチンの接種はできません。
　年内に１・２回目接種を完了することをご検討ください。
※１・２回目に使用している従来株ワクチンは年内で供給が終了する予定です。

生後６か月から４歳の乳幼児の接種について
　生後６か月以上４歳以下の方への新型コロナワクチンの接種が始まりました。
接種券は接種可能な時期になる方に、順次発送しています。

小児（５歳以上11歳以下）の３回目接種について
　満５歳以上11歳以下で新型コロナワクチンの２回目接種から５カ月が経過した方を
対象に３回目接種が始まりました。

■接種券の発送について
　接種可能日に合わせて順次送付しています。

■接種の詳細（接種回数や間隔、接種会場）について
　接種券に同封されている案内チラシをご確認ください。

■接種対象者
　２回目接種を完了し、前回接種日から３カ月を経過した12歳以上の全ての方
（オミクロン株対応ワクチンは１人１回接種することができます）

■接種券の発送について
　９月末までに従来株ワクチンを接種された方へ接種券を送付しています。
　10月以降に新型コロナワクチン接種をされた方には、接種可能日に合わせて順次送付します。

■集団接種（保健福祉センター）実施日

　　～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　　～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

① 9：30～10：00

②10：00～10：30

③10：30～11：00

④14：00～14：30

⑤14：30～15：00

⑥15：00～15：30

集団接種の予約、変更、前日
までのキャンセル、初回接種
の予約、タクシー料金助成の
申込み等

壬生町新型コロナワクチン
コールセンター

平日のみ
午前９時～午後４時 （28）6818

問合せ 内　　容 受付日時 電話番号

（81）1400集団接種実施時間内壬生町保健福祉センター 集団接種の当日キャンセル

栃木県 受診・ワクチン
相談センター

土日祝日を含む毎日
24時間 0570（052）092副反応について

※接種する時間帯をお選びください。
（日程の変更がある場合もあります）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

表紙写真：写真は、10月29日（土）に蘭学
通りを中心に開催された、壬生流ふくべ
たちのハロウィンナイトのオブジェです。
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※土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、年末年始(12月29日から１月３日)は除きます

◎問合せ　住民課…………………………… ☎（81）1824
　〈マイナポイントについて　総合政策課　☎（81）1813〉
　受付時間　平日午前８時30分から午後５時15分

★マイナンバーカードを保険証として利用できます！ぜひ登録ください！
　転職・結婚・引越しなど健康保険証内容が変更になった場合でも、新しい保険
証の発行を待たずに、保険の手続が完了次第、マイナンバーカードで医療機関・
薬局を利用できます。また、マイナンバーカードを利用して薬剤・医療情報が確
認できます。※医療機関によっては利用できない場合もあります。

※稲葉・南犬飼出張所での交付は完全予約制になります。また、平日時間外、休日は
　本庁のみでの受付になります。

令和４年10月末現在で47.10％の方が個人番号（マイ
ナンバー）カードを取得しています。12月末までに申請
するとマイナポイントの対象になります！！

12月マイナンバーカード申請・交付日程

平 日

休 日

月・水曜日　　　午前８時30分～午後７時　（28日のみ午後５時15分まで）　　
火・木・金曜日　午前８時30分～午後５時15分

土曜日／10日・17日 、 日曜日／4日・25日
午前９時～正午、午後１時～４時50分

申請方法

１．役場窓口（本庁、稲葉・南犬飼出張所）

２．スマートフォン

役場のタブレットで写真を撮影します。本人確認書類があれば申請はできますが、申請書をお持
ちいただいたほうがスムーズに手続ができます。

申請書の二次元コードを読み取り、顔写真を撮影、必要事項を入力して申請ができます。
▶申請してから約１か月でカードができあがります。役場から交付通知書（はがき）が届きまし
　たら受け取りの予約をお願いします。〈住民課　☎（81）1824〉

カードを郵送で受け取りたい場合の持ちもの
① 通知カード（お持ちの方のみ）
② 本人確認書類（Ａから１点＋Ｂから１点）

健康保険証、介護保険証、
年金手帳、学生証、医療受
給者証、母子手帳など

運転免許証、旅券、運転経歴証明書
（平成24年４月１日以降
交付のもの）身体障害者
手帳、療育手帳など

BA 顔写真付きの身分証明書 「氏名と生年月日」または「氏名と住所」
が記載され、町長が適当と認めるもの



　エシカル消費とは、地域の活性化、雇用などを含む、人・社会・地域・環境に
配慮した消費行動のことです。
　エシカル消費に、「何かを買わなければいけない」といったルールはありません。
　一人ひとりが世界が抱えるさまざまな問題に気づき、行動することが大切です。
　個人で出来ることからはじめてみましょう！

途上国の労働者等の支援などの自立に役立ちます。
たとえば………
・フェアトレード商品の購入
・障害者支援施設の商品の購入

大量生産、大量消費のビジネス
モデルの是正に役立ちます。
たとえば洋服だと………
・長く大切に着る
・リユース（再利用）する

など、身近なところから始めましょう。
私たち一人一人が、社会的な課題に気付き、日々の買物を通して、その課題の解決のために、
自分は何ができるのかを考えてみること、これが「エシカル消費」の第一歩です。

地元の農業や産業の活性化などに役立ちます。
たとえば………
・地産地消をする
・地元の工芸品を購入するなど

森林、海やリサイクルなどに役立ちます。
たとえば………
・FSC、グリーンマーク
　のついた商品を購入する
・間伐材を利用した商品を購入する

エシカル消費ってなんだろう？エシカル消費エシカル消費

社会への配慮 環境への配慮

人への配慮 地域への配慮

◎問合せ　総合政策課企画調整係　☎（81）1813

◎問合せ　生活環境課くらし安心係　☎（81）1826

最大20，000円分のマイナポイントがもらえます！

健康保険証としての
利用申込みで
7,500円分

公金受取口座の
登録で

7,500円分

マイナンバーカードの
新規取得等で
5，000円分

○必要なもの
・マイナンバーカードと暗証番号（数字4桁）
・ポイントを受け取るキャッシュレス決済サービスＩＤとセキュリティコードの分かるカードまたは
　アプリ（nanaco、WAON、ほぺたん、CoGCa、PayPay、ｄ払い、au PAYなど）
　※キャッシュレス決裁サービスによっては事前登録が必要なものもあります。
・本人名義の預貯金口座（通帳など）
○マイナポイント申込支援を行います（予約不要）
　平日は役場本庁にてマイナポイントの問合せ、申込支援の対応を行っています。
　12月は下記の日にち、会場で申込支援を行います。

○ポイントを受け取るためには、令和４年12月末までに申請したマイナンバーカードとスマート
　フォン、ＰＣ、マイナポイント手続スポットでの申込みが必要です。（令和５年２月末まで）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

日にち 会　場 会　場日にち
平　日　※マイナンバーカードの申請受付も対応します。休　日

４日（日）
10日（土）
17日（土）

役場本庁
役場本庁
役場本庁

南犬飼地区公民館講堂
稲葉地区公民館ロビー
城址公園ホール（中央公民館）ロビー

９日（金）
15日（木）
22日（木）

時間はいずれも午前９時～正午、午後１時～４時

話題の
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月26日（月）、壬生町建設業協同組合『建友会』様（代表　小林設備
有限会社　専務取締役　小林正幸様）より、稲葉小学校と壬生北小

学校に砂を寄附していただきました。建設業の若手で組織する『建友会』
様は、コロナ禍で町のた
めに何か貢献できること
はないかとの思いから、
昨年に続き小学校に砂の
寄附をされました。
　児童達は搬入の様子を
興味深く見学し、提供さ
れた砂山で遊び、とても
楽しそうにしていました。
建友会のみなさんありが
とうございました。

生町更生保護女性会から町内小中学校
へチューリップの球根の贈呈がありまし

た。更生保護女性会は犯罪や非行から立ち直ろ
うとする人たちを支えると共に、非行を生まない
地域づくりに向けて、さまざまな活動を行ってい
ます。令和４年度も子どもたちの健やかな成長
を願い会員が町内小中学校を訪れ各学校へチュ
ーリップの球根を届けています。
　今年度は町内小学校８校、中学校２校計10校
に500球の球根が贈呈されました。

町内小中学校にチューリップの球根を贈呈
壬生町更生保護女性会

壬

月21日（金）に稲葉小学校、10月27日（木）に羽生田小学校において、宇都宮地方法務局栃木支局、栃木人
権擁護委員協議会、町による「人権の花」運動の花の贈呈式が行われました。町人権擁護委員協議会 松

本健治会長から校長先生に目録が手渡されました。
　両小学校にはパンジーやビオラなどの花の苗が贈呈され、児童が相互に協力しながら花を育てていきます。やさ
しさや相手に対する思いやりの心を育み、人権への理解を深めてもらおうと実施しているものです。

「人権の花」運動花の贈呈式が行われました

『建友会』砂を寄附
こばやしまさゆき

左から　松本会長　青木校長 左から　増山校長　松本会長

10
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稲葉小学校 羽生田小学校稲葉小学校 羽生田小学校

稲葉小学校　グラウンドへの砂搬入の様子 壬生北小学校　提供された砂で遊ぶ児童の様子

いわさきしずえ
教育長へ贈呈している会長岩﨑静江様（手前左から２番目）と役員一同

まつ

もとけんじ

あお  き ましやま

5



○C柊あおい

月29日（木）、髙山文雄氏が、令和３年度全国山林
苗畑品評会において、農林水産大臣賞を受賞され

ました。
　髙山文雄氏は、育苗技術の向上と経営技術の向上等を
目的に各県、全国山林種苗協同組合連合会にて実施され
る品評会に、栃木県代表として出品された結果、農林水
産大臣賞を受賞されました。
　10月26日（水）に、町長へ受賞の報告が行われました。

全国山林苗畑品評会農林水産大臣賞受賞
たかやまふみお

9

生町母子保健推進員の楡木眞里子氏が知事表彰、
大塲フサ子氏が大会長表彰を受賞されました。

　お二人は多年にわたり推進員として、地域の母子保健
活動に積極的に取り組み、母子
保健の向上に尽力されています。
　今回その功績をたたえ表彰さ
れました。

第62回栃木県公衆衛生大会表彰受賞
にれ ぎ   ま   り   こ

壬

月22日（月）、栃木県庁昭和館正庁で栃木県民福祉のつどいが開催さ
れ、長年、地域福祉の向上に尽力された町民及び町社会福祉施設等

の従事者の方から、９名の方が受賞されました。また、10月７日（金）に
受賞者を代表して５名の方が町長並びに壬生町社会福祉協議会長に表敬訪
問を行いました。

8
第28回栃木県民福祉のつどいで表彰

後列左から　刀川和子さん　髙田昭夫さん　岡本恵さん　押久保美子さん
前列左から　小菅町長　神永榮さん　櫻井社会福祉協議会長

◎県知事表彰
　○民生委員・児童委員
　　・押久保　美子　さん
　〇社会福祉施設・団体またはその従事者
　　・古河　富美子　さん
　　・川中子　晴美　さん
◎栃木県社会福祉協議会会長表彰
　〇社会福祉施設・団体関係功労者
　　・篠原　晴美　さん
　　・臼井　真由美　さん
　○日常生活自立支援事業功労者
　　・岡本　恵　さん
　　・髙田　昭夫　さん
◎栃木県共同募金会会長表彰
　〇共同募金功労者
　　・刀川　和子　さん
◎栃木県身体障害者団体連絡協議会会長表彰
　〇更生援護功労者
　　・神永　榮　さん

おし  く   ぼ    よし こ

ふるかわ     ふ  み   こ

かわ  な  ご     はる  み

しのはら   はる み

うす  い      ま   ゆ   み

おかもと  めぐみ

たか  だ     あき お

たちかわ   かず こ

かみなが  さかえ

おお  ば

左から　小菅町長　髙山氏

左から　楡木氏　大塲氏
6



月20日（木）、壬生町農業委員会（梁島源智会長）は、町に対し令和５年度の農業施策・予算に関する要望
書を提出しました。

　町に対しては、農業者が意欲的・積極的に農業生産に取り組み、地域の活性化へとつながるよう、耕作放棄地対
策、担い手への支援体制、新規就農者への支援、有害鳥獣対策、農業基盤の整備対策について要望しました。
　また、教育委員会に対しては、学校給食に地域で採れた野菜等を使用する「地産地消・食育」の推進、学校
における地域の農業、特産物、食文化に関する学習や農業体験の充実を要請しました。

10
農業に関する要望書を提出

左から　篠原職務代理　田村教育長　梁島会長　川嶋推進委員長左から　篠原職務代理　小菅町長　梁島会長　川嶋推進委員長

やなしまもとのり

 しのはら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かわしま　　　　　　　　　　　

生町防犯組合連絡協議会（粕尾健吉会長）では、10月11日～20日の秋の地域安全運動期間中である13日
（木）、この運動を広く周知し、防犯に対する理解と意識の高揚を図るため、町・栃木警察署・各防犯団体

と連携し、カインズ壬生店、イオン壬生店、カスミおもちゃのまち店で街頭広報を行い、来店者に対し、チラ
シ及び防犯グッズを配布しました。

秋の地域安全運動を実施しました
壬

工事安全祈願祭が開催されました

◎問合せ　下水道課集落排水係　☎（81）1841

農業集落排水事業

農業委員会

かす  お  けんきち

7

くわ入れの儀祈願祭の様子

10　　月13日（木）、旭町・星の宮　　地区農業集落排水処理施設
建設予定地において、工事施工
者による工事安全祈願祭が執り
行われ、町執行部をはじめ地元
推進協議会等関係者30名が出席
し、工事の安全を祈願しました。
　農村地域の生活環境の改善及
び農業用水域の水質保全を目的
とした本事業は、平成６年度か
ら事業に取り組んでおり、本地
区においては令和元年度より事
業に着手し、令和６年度に供用
開始を予定しています。



○C柊あおい

域の防災活動支援として、一般財団法人自治総合センターコミュニティ助成事業の補助を受け、10月に壬生
町消防団各車両に充電式投光器（LED）が配備されました。

　自治総合センターは、宝くじの社会貢献広報事業として、地域
防災活動に必要な備品の整備を行い、地域の防災活動の充実強化
を図ることを目的としています。
　今回配備された消防団装備は、夜間における各種災害時の照明
装置として配備され、今
までの投光器に比べ取扱
いや設置の手軽さにより、
団員の災害活動時の安全
確保や疲労軽減になり、
団員の安全管理につなが
ります。

自主防災組織に折畳式リヤカー等の防災資機材が入りました

コミュニティ助成事業

タワーライト　15台 マキタ　タワーライト

地

西高野自主防災会代表　鈴木伸一様

域の防災活動支援として、一般財団法人自治総合セン
ターコミュニティ助成事業の補助を受け、11月に待望

の防災資機材が町内の10自主防災組織へ配布されました。
　自治総合センターは、宝くじの社会貢献広報事業として、
コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地
域づくり等に対して補助を行い、地域のコミュニティ活動の
充実強化を図ることを目的としています。
　今回配布された資機材は、災害時に使用する折畳式リヤカ
ー、拡声器、折畳式担架、移動式救助器具、ヘルメット、ラ
イト、誘導棒になります。
　また整備した防災資機材は、各自主防災組織が責任をもって
保管管理し、普段から自治会の住民がさまざまな話し合いや
訓練等を通して、自助共助による防災活動に役立てています。

地

クリーンなスタジオで
　　　爽やかな汗を流しませんか
エクササイズ生徒募集中
月4回3,000円　フリー4,000円
社交ダンスも同時募集中

ダンススタジオモリグチ
下都賀郡壬生町至宝３ー８ー６
Tel 0282ー82ー8852　　　 HPはこちらから→

壬生町消防団へ充電式投光器が配備されました

すず き しんいち
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月28日（金）、稲葉地区公民館北側にある「おいしい農園」において、稲葉小学校の２年生が、上稲葉花
と緑の郷づくり協議会（賀長 紀好会長）の皆さんとさつまいもの収穫を行いました。

　お天気に恵まれ、子どもたちは自分たちで苗を植えたさつまいもを、とても楽しそうに収穫していました。

10
さつまいもの収穫　おいしい農園

第５回壬生町「図書館を使った調べる学習コンクール」
地域コンクール結果発表

 が ちょう    き  よし

　　　月３日（木）、壬生町立図書館において第５回壬生町「図書館を使った調べる学習コンクール」地域コンクー
　　　ルの表彰式が開催されました。夏休み期間を中心に行われた本コンクールは、31作品の応募があり、下記の通
りの結果となりました。
町　長　賞　「ようこそ！ホテル壬生城へ！！」
　　　　　　　　睦小学校　　　４年　中村　風雅さん
教 育 長 賞　「とちぎのかみなりだいかいぼう」
　　　　　　　　睦小学校　　　３年　根本　和さん
図書館長賞　「夏の夜空を観察してみよう」
　　　　　　　　壬生東小学校　４年　武村　紗良さん
優　秀　賞　「「将軍」が通った道はどんな道！？」
　　　　　　　　壬生東小学校　４年　渡邉　健太さん
奨　励　賞　「これなに？コケ！！」
　　　　　　　　睦小学校　　　２年　野澤　奏さん
努　力　賞　「☆アリのたたかい☆」
　　　　　　　　藤井小学校　　２年　平川　蒼真さん

なか むら　  ふう　が

  ね  もと     にこ

たけ むら       さ    ら

わた なべ      けん  た

 の   ざわ     そう

ひら かわ     そう   ま

月15日（土）南犬飼地区公民館・分館にて、パパとママと一緒の
ベビトレヨガ教室を開催しました。

　生後３カ月から７カ月の赤ちゃんとパパとママの親子５組が参加。講
師の山中志穂先生の指導の下、赤ちゃんは視覚・聴覚・触覚などの刺激
を楽しみながらの脳トレ、パパとママはゆっくりと身体を動かして心と
体を緩めるヨガを体験しました。ベビトレヨガ終了後には幸せホルモン
に包まれた家族の空間が広がり、たくさんの笑顔の花が咲きました。

10
パパとママと一緒のベビトレヨガ教室

受賞おめでとうございます。

子育て支援センターひよこ

11
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月20日（木）、茨城県武道館にて、2022茨城県空手道選手権大会 JOSOカップ（国際空手道連盟極
真会館主催）が、開催されました。

10

生町自治会連合会（山縣博司会長）では、地域のリーダーとして活躍する自治会長と小菅町長をは
じめとする、町執行部による意見交換の場として「地域力UPスマイルトーク（地区別町政懇談会）」

を10月25日（火）に城址公園ホール、10月27日（木）に南犬飼地区公民館で開催しました。
　当日は、まず町執行部から今年度中に予定している主な事業をはじめとする町の状況について報告があ
りました。その後、山縣会長を座長として、「自治会長業務の負担軽減」と、「壬生町の将来の姿」につ
いて意見交換を実施しました。
　自治会連合会では、今回の懇談会で把握することができた各自治会の現状をもとにしながら、魅力・活

力のある自治会を実現するため、町と連携しながら
各自治会長を支援できるよう、さまざまな取り組み
を進めていきたいと考えています。

壬

空手道選手権大会 壬生町の３選手が表彰台！

地域力UPスマイルトーク
（地区別町政懇談会）を開催

　38カテゴリー、400名の選手が組手で勝敗を競い合い、小学
６年生男子 －40kg級に出場した 栃木南支部壬生教室の早乙女尚
弥くん（壬生小）が優勝、渡邊光大くん（壬生小）が準優勝とい

う素晴らしい成績を収めました。
　また、10月10日（月・祝）山梨
県小瀬スポーツ公園武道館では、
第22回山梨県空手道選手権大会が
開催され、組手29部門において、
中学２・３年生男子＋55kg級（組
手の部）にて、同教室の早乙女慶
多くん（南犬飼中２年）が見事、
準優勝に輝きました。
　日頃から豊富な練習量で互いに
切磋琢磨し、成長を続けてきた３
選手。今後も活躍が期待されます。

早乙女　慶多くん左から　渡邊 光大くん　早乙女尚弥くん

そう  と   め  なお

や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 わたなべこうだい

そう  と   め  けい

た

南犬飼地区公民館（10月27日）城址公園ホール（10月25日）

やまがたひろ  し
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　町内の小・中学校から募集しました「納税の推進に関するポスター標語」を、「税を考える週間」
（11月11日～17日）に合わせて、役場１階の町民ホールに展示しました。
　これは、次代を担う児童・生徒が夏休み期間中に「納税の推進に関するポスター標語」を作成するこ
とにより、家族みんなで税について考え、関心と理解を深めていただこうと、町内の小学６年生と中学
２年生を対象に毎年実施しているものです。
　今年は439点の応募があり、最優秀賞各１点、税務署長賞各１点、優秀賞各４点及び佳作各10点を表
彰し、その中から最優秀賞、税務署長賞及び優秀賞を展示しました。

税を考える週間（11月11日～17日）

納税の推進に関するポスター標語納税の推進に関するポスター標語納税の推進に関するポスター標語

【小学生の部】　最優秀賞　壬生東小６年　熊倉　愛莉

最優秀賞（1点）
「税金であなたの笑顔をつくります」
　　　　　　　　 壬生東小６年　　熊倉　愛莉
税務署長賞 （1点）
「税金はみんなの笑顔を守っている」
　　　　　　　　　 安塚小６年　　岩本　和樹
優 秀 賞（4点）
「税金で創るみんなの豊かな暮らし」
　　　　　　　　　 壬生小６年　　黒子　俐人
「納めよう未来のために税金を」
　　　　　　　　　　 睦小６年　　田中　咲来
「税金でみんなの暮らしを支えよう」
　　　　　　　　　 安塚小６年　　権田　凛
「あなたの税金でくらしが豊かに」
　　　　　　　　　 安塚小６年　　竹内　創一郎

最優秀賞（1点）
「納税で創る未来豊かな壬生町」
　　　　　　　　　壬生中２年　　落合　優衣
税務署長賞 （1点）
「納税で幸せと安心を」
　　　　　　　　　壬生中２年　　須　　心優
優 秀 賞（4点）
「納税で明るい未来へ」
　　　　　　　　　壬生中２年　　江藤　芽生
「納税で明るい未来へ」
　　　　　　　　　壬生中２年　　蒲原　詩織
「税金で築く明るい未来」
　　　　　　　　　壬生中２年　　仲田　優月
「納税が育てる明るい未来」
　　　　　　　　　南犬飼中２年　森本　祐以

小学生の部 中学生の部

【中学生の部】　最優秀賞　壬生中２年　落合　優衣

くま くら     あい   り
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たけ うち     そう いち ろう

おち あい    ゆ   い

  す  どう      み ひ ろ
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令和４年度上半期

町

町の財政状況報告町の財政状況報告
　　　では、皆さんに町の財政状況を正しく理解していただくとともに、納められた税金や国・県支
　　　出金がどのように使われているかを知っていただくため、「財政状況の公表に関する条例」に
基づき、年２回（広報みぶ６月・12月号）財政状況を公表しています。今回は、令和４年度上半期
（令和４年４月１日から９月30日）の収入と支出の状況等についてお知らせします。
　令和４年度一般会計当初予算額は166億円でしたが、その後４回の補正を行い、９月30日現在の
予算額は175億9,718万3千円となりました。また、特別会計や公営企業会計についても、国民健康保
険、介護保険事業、後期高齢者医療、下水道事業でそれぞれ１回の補正を行っています。

￥ 町の財政状況報告

12

一 般 会 計

議会費
総務費
民生費
衛生費
労働費

農林水産業費
商工費
土木費
消防費
教育費

災害復旧費
公債費
諸支出金
予備費

0 10億 20億 30億 40億歳 出 支出済額　61億6,614万2千円　執行率　35.0%

18億3,699万6千円

1億2,920万5千円
6,696万7千円

16万3千円
6万円

3千円
0円

0円

17億914万7千円
7億1,183万6千円

26億571万9千円
3億7,037万9千円

3億3,768万3千円
8,195万1千円

7億2,830万8千円
3億5,770万5千円

6千円
0円

3,000万円

10億9,057万5千円
5億3,603万7千円

24億2,311万6千円
10億2,321万6千円

6億9,956万4千円
3億3,016万7千円

18億6,701万3千円
8億5,082万8千円

59億7,668万1千円

50億 60億（円）

■予算現額
■支出済額

歳 入 収入済額　71億9,179万4千円　執行率　40.9%
0 10億

町税
地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金
法人事業税交付金
地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
環境性能割交付金
地方特例交付金
地方交付税

交通安全対策特別交付金
分担金及び負担金
使用料及び手数料

国庫支出金
県支出金
財産収入
寄附金
繰入金
繰越金
諸収入
町債

20億 30億 40億 50億 60億（円）

2,200万円
1,085万7千円
1,500万円
369万2千円

7,030万5千円
2,209万2千円

2億7,086万5千円
0円

8億7,064万5千円
5,490万4千円

9億2,708万3千円
9億2,708万3千円

0円
18億1,420万円

17億8,320万3千円
1億1,166万9千円

3,037万6千円
1,439万8千円

29億205万2千円
2億8,533万6千円

8,985万3千円
7,571万5千円

2億2,138万2千円
9,480万7千円

400万円
256万6千円

4,604万4千円
4,404万4千円

1億4,939万円
4,281万6千円

6,000万円
4,302万3千円

8億4,000万円
5億2,016万6千円

13億7,097万7千円
9億7,174万8千円

300万円
76万2千円
1,800万円
694万6千円
1,500万円
0円

60億7,380万8千円
39億5,917万円

■予算現額
■収入済額



特別会計

下水道事業会計

地方債現在高

10億0 20億 30億 40億 50億（円）

10億0 20億 30億 40億 50億（円）

0 10億 20億 30億 40億 50億（円）

収益的収入
及び支出

資本的収入
及び支出

収入

支出

収入

支出

・資本的収支の収入額が支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんしました。

200億

150億

100億

50億

15億8,073万2千円

13億8,504万5千円
2億7,582万1千円

10億1,796万8千円
1億4,176万6千円

15億7,210万8千円
4億5,558万8千円

8億901万3千円

令和４年度上半期

町の財政状況報告

国民健康保険特別会計

奨 学 資 金 特 別 会 計

介護保険事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

■予算現額
■執 行 額

（円）

17億9,779万3千円
15億9,033万円

35億6,846万円
16億3,447万1千円

12億9,282万5千円

5億1,558万1千円
2億168万円
1億9,841万1千円

330万1千円
0円
260万円

41億9,160万2千円

■予算現額

■収入済額

■支出済額

■予算現額
■執 行 額

水道事業会計
10億0 20億 30億 40億 50億（円）

0 10億 20億 30億 40億 50億（円）

収益的収入
及び支出

資本的収入
及び支出

収入

支出

収入

支出

・資本的収支の収入額が支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんしました。

■予算現額
■執 行 額

6億7,231万4千円

5億7,498万4千円
9,744万2千円

1億186万7千円
0円

4億5,136万4千円
1億7,109万4千円

2億905万8千円 ■予算現額
■執 行 額

町税の内訳

税の負担状況

予算現額 町民税
26億1,119万4千円

人口 38,601人　世帯 16,303世帯

町民税
11億9,914万1千円

固定資産税
30億7,069万1千円

固定資産税
24億9,338万4千円

軽自動車税
1億1,642万5千円

町たばこ税
1億5,412万3千円

軽自動車税
1億1,246万9千円

収入済額

令和４年９月末現在

町たばこ税
2億7,547万2千円

軽自動車税
1億1,642万5千円

町たばこ税
1億5,412万3千円

軽自動車税
1億1,246万9千円

町たばこ税
2億7,547万2千円

10億0 20億 30億 40億 60億（円）50億
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31,065円

73,553円

64,594円

152,940円

2,914円

6,899円

3,993円

9,454円

11億9,914万1千円 24億9,338万4千円 1億1,246万9千円 1億5,412万3千円

一人 当たり
102,566円

一世帯 当たり
242,846円

収入済額

町民税 軽自動車税固定資産税 町たばこ税

総額
204億1,362万円

26億1,112万4千円

一般会計債

公共下水道
事業債

農業集落
排水事業債

 上水道事業債

116億9,812万7千円

45億1,381万1千円

15億9,055万8千円

総額
204億1,362万円

26億1,112万4千円

一般会計債

公共下水道
事業債

農業集落
排水事業債

 上水道事業債

116億9,812万7千円

45億1,381万1千円

15億9,055万8千円



歳入・歳出の主な内容

令和３年度壬生町国民健康保険特別会計の財政状況

国民健康保険税
21.8％

繰入金
7.0％

県支出金
68.5％

その他 2.8％ 総務費
1.6％

保険給付費
68.5％

歳　出

歳　入

１人当たり １世帯当たり対前年度比 対前年度比

106,165円

323,903円

173,170円

528,332円
98.6％

107.3％

97.1％

105.6％

保険税負担額

保険給付額

被保険者数 世帯数対前年度比 対前年度比

8,831人 5,414世帯97.0％ 98.6％加 入 状 況 ○総 　 務 　 費
○保 険 給 付 費

○国民健康保険事業費納付金

○保 健 事 業 費

○国民健康保険税
○県　支　出　金
○繰　　入　　金

令和３年度決算額 対前年度比

4,291,095千円

4,187,909千円

103,186千円

102.1％

101.7％

歳　　入

歳　　出

差　　引
※令和４年度に繰越

…国民健康保険加入者が負担する保険税
…医療費等に対する県の負担分
…一般会計から国保会計への繰入金

…職員給与費・レセプト審査料等
…国民健康保険加入者の総医療費のうち
　町が負担する費用等

…町が県に支払う医療費等
…特定健診・人間ドック助成金等

歳　出歳　入

国民健康保険の喪失手続をしてください!!
☆社会保険に加入された方へ☆

～必要のない国民健康保険税を納付していませんか？～
　国民健康保険に加入していた方が、職場の社会保険に加入した場合、町役場に国民健康保険の資格喪失
の届出をすることになっています。(自動的には喪失しません)
　喪失の届出をしない限り、職場の社会保険と町の国民健康保険の両方に加入していることになり、国民
健康保険税が賦課されたままになってしまいますので、手続は忘れずに行ってください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

国民健康保険
事業費納付金

26.7％

保健事業費 0.7％
その他 2.5％

国民健康保険の喪失手続をしてください!!

12月は国民健康保険適用適正化月間です12月は国民健康保険適用適正化月間です12月は国民健康保険適用適正化月間です

だよりだより
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だよりだより
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★社会保険に加入した場合や他市区町村へ転出した場合等、本来なら壬生町国民健康保険の資格がない
　のにもかかわらず、医療機関等で壬生町国民健康保険証を使用することは絶対にしないでください。
★資格がない期間に、誤って国民健康保険被保険者証を使用した場合、後日壬生町が負担した医療費
　の返還請求をさせていただくことがあります。
★社会保険を脱退した場合には、速やかに国民健康保険加入の手続をしてください。手続の際は、職
　場から発行される、社会保険資格喪失証明書をご持参ください。社会保険喪失日から国民健康保険
　加入となり、国民健康保険税が賦課されます。

手続に必要なもの ①現在加入中の健康保険証　②国民健康保険被保険者証
※届出に来られる方の運転免許証等本人確認のできる書類もお持ちください。

手　続　先 役場住民課国保年金係または稲葉出張所、南犬飼出張所

◎問合せ　住民課国保年金係　☎（81）1832

柔道整復師（整骨院・接骨院）に
かかるときには次の点に注意しましょう
◎原因を正しく伝える
　柔道整復師による施術は、国民健康保険の対象となる場合と対象外の場合があります。
負傷原因をきちんと伝え、正しく施術を受けることが大切です。

◎病院との重複受診をしない　
　同一の負傷について、同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複
して受けた場合は、柔道整復師の施術は国民健康保険の対象外となります。
ただし、負傷の状態の確認のために定期的に医師の検査を受ける場合や、継
続した施術が必要か確認するために対診して施術することは可能です。

◎「療養費支給申請書」の内容をよく確認する　
　整骨院などで保険適用の施術を受ける場合、医療機関同様に窓口で保険証を提示し、一部負担金を
支払うほかに「療養費支給申請書」に署名しなければなりません。この申請書には傷病名や施術内
容、回数などが記載されているので中身を確認してから署名しましょう。

◎施術内容についての確認をお願いすることがあります
　国民健康保険で柔道整復師にかかった方に、負傷の原因や施術内容等について照会するケースがあ
ります。これは請求内容等に誤りがないか確認をするためです。

柔道整復師（整骨院・接骨院）に
かかるときには次の点に注意しましょう

医療保険の財政健全化のためにも、皆さんのご協力をお願いします。

　現在、職場の社会保険に加入し、職場から保険証が交付されているのに、町の国民健康保
険証も交付されている方は、国民健康保険の喪失の手続がされていませんので、下記のもの
を持参し速やかに国民健康保険の喪失手続をしてください。



・ねんきんダイヤル　☎0570（05）1165　・栃木年金事務所　国民年金課　☎（22）6074
・町住民課国保年金係　☎（81）1827

◎問合せ　ねんきんネット専用番号　☎0570（058）555

◎問合せ

　国民年金の付加年金とは、国民年金第１号被保険者が国民年金保険料に加えて付加保険料
（月額400円）を納付することによって、年金受給額を増額することができる制度です。

付加年金額 ＝ 200円×付加保険料を納付した月数（物価スライドなし）
　　　　　　　※老齢基礎年金に毎年加算して支給されます

［例.　付加保険料を10年間納付した場合］
　　　　　付加保険料の納付額＝400円×12月×10年＝48,000円

　　　　　付加年金の年金額　＝200円×12月×10年＝24,000円
　　　　　毎年、24,000円の付加年金が老齢基礎年金に加算されます。

●老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ支給を受けた場合は、付加年金もそれに合わせて繰上げ・繰下げられます。
●国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例を受けている方、国民年金基金に加入中の方は、付
　加保険料を納付できません。
●付加年金の加入は、申出書を提出した月分からとなります。
●納付期限（対象月の翌月末）を経過した場合でも、期限から２年間は付加保険料を納めることができます。

●高齢任意加入は、原則として口座振替により納付していただくため、お手続の際には金融機関の
　預金通帳、届出印をお持ちください。
●老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合は、高齢任意加入できません。
●高齢任意加入は、申出書を提出した月分からとなります。

　国民年金の高齢任意加入とは、国民年金の保険料納付済期間が不足しているため、老齢基
礎年金の受給資格期間を満たすことができない場合や、満額の老齢基礎年金を受給できない
場合に、本人の申出により、60歳から65歳までの厚生年金・共済年金に加入していない期
間、国民年金に任意加入して保険料を納めることで受給額を増やすことができる制度です。
　※昭和40年４月１日以前に生まれた方で、老齢基礎年金の受給資格期間（10年分）を満たしていな
　　いが、65歳以上70歳未満までの間に受給資格期間を満たせる場合にも、高齢任意加入できます

　「ねんきんネット」は、お客様がご自身の年金の情報を手軽に確認できるサービスです。24時間
いつでもどこでも、パソコンやスマートフォンからご自身の年金情報を確認することができます。
　また、マイナンバーカードをお持ちであれば、マイナポータルからねんきんネットが利用できる
ようになりました。詳しくは、日本年金機構のウェブサイトをご覧いただくか、ねんきんネット専
用番号へお問合せください。

留意事項

留意事項

国民年金の高齢任意加入

国民年金の付加年金

ねんきんネット
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手続窓口 手続に必要な物

栃木年金事務所・町住民課国保年金係 本人確認書類・年金手帳・金融機関の預金通帳・届出印
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軽自動車の車検は、

で変わる!
令和5年1月から、

軽自動車税納付確認システム（軽ＪＮＫＳ）で、
Jidoshazei Nofu Kakunin System

継続検査窓口 での 納税証明書の提示 が
  不要 になります！

国土交通省・総務省・軽自動車検査協会・地方税共同機構 詳しくはこちら
https://www.lta.go.jp/jidousya/

ご注意ください
● 軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
　※車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
● 軽自動車税種別割を納付したにもかかわらず、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合や、転入直後で軽JNKSへ
    の登録がされていない場合など、軽JNKSに関するご質問は、市区町村の軽自動車税担当課にお問い合わせください。

よくあるお問い合わせ
軽自動車税種別割を納付後すぐに継続検査
を申請したいのですが、軽JNKSでの納付
確認はできますか？

軽自動車税種別割を納付後すぐに継続検査を申請したい場
合は、金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、
納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。
なお、以下の場合は、使用の本拠地を管轄する市区町村へ
ご相談ください。
・ 過去に未納があるため納税通知書に添付された
　 納税証明書が有効でない場合
・ 納税証明書が添付された納税通知書等が手元に
　 ない場合

軽自動車税の未納がないにもかかわらず、
軽JNKSで確認出来ず、紙の納税証明書が
必要になる場合はありますか？　

次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認が
できないため、紙の納税証明書が必要となる場合
があります。
・ 納付したばかりのため、軽JNKSに納
 　付情報が登録されていない場合
・ 中古車の購入直後の場合
・ 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・ 対象車両に過去の未納がある場合

Q１

A１

Q２

A２

原則



　現在の農業委員、農地利用最適化推進委員は令和５年７月19日に任期満了を迎えるた
め、新たな任用期間の農業委員、農地利用最適化推進委員を次のとおり募集します。

壬生町農業委員会委員募集要領

壬生町農業委員会農地利用最適化推進委員募集要領

各委員の募集に関する共通事項

担当区域（農事部名）地区・番号

壬生地区
４人

稲葉地区
５人

南犬飼地区
６人

壬生下馬木、西高野、第三
新町、万町、通町、屋敷、東下台、上表町、中表町、下表町
六美北部、六美南部、至宝町、三好町、旭町、星の宮
台坪、藤井中部、田向稲荷内、馬場、原宿
釜ケ渕、原坪、鹿島
稲葉下馬木、下町、上町
本郷、松原
西部、中央、北原、台宿、下坪
東原、鯉沼、福和田
安塚、上長田
上田
中泉
北小林
助谷、助谷原
国谷、国谷外道

１
２
３
４
１
２
３
４
５
１
２
３
４
５
６

合計　15人

１．募集人数：10人
２．任用期間：令和５年７月20日～令和８年７月19日
３．身　　分：壬生町の特別職の非常勤職員
４．職務内容：農地の権利移動や転用に係る許認可及び農地利用の最適化（担い手への農地の集積・
　　　　　　　集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進）の推進、法人化、その他農
　　　　　　　業経営の合理化、農業に関する調査及び情報提供等
５．委員報酬：月額　３３，０００円
６．推薦を受ける方及び応募する方の資格
　　　農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項及びその他の農業委員会の
　　所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる方で、次のいずれかに該当する方は除く。
　　（１）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
　　（２）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなる
　　　　　までの方
　　（３）壬生町の職員である方
７．その他：政策等の場への女性の参画を進め、農村女性リーダーの育成を図るため、女性農業委員
　　　　　　の登用率30％を目指します。

１．募集人数：15人
２．任用期間：令和５年７月20日～令和８年７月19日
３．身　　分：壬生町の特別職の非常勤職員
４．職務内容：農地利用の最適化の推進業務、それに伴う調査、指導等
５．月　　額：２３，０００円
６．推薦を受ける方及び応募する方の資格
　　　農地等の利用最適化の推進に熱意と見識を有する方。他は農業委員募集要領と同様。
７．農地利用最適化推進委員の担当地区

募集！募集！募集！
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　募集方法は、個人による推薦、団体による推薦、一般からの募集の３種類となります。
１．推薦及び応募に係る手続等
　　規定様式に必要事項を記入の上、農業委員会事務局にご提出ください。様式は農業委員会に備え
　　るほか、町公式ウェブサイトからもダウンロードできます。
２．受付期間：令和５年３月１日（水）から28日（火）まで
　　※農業委員会事務局まで持参、または郵送〈３月28日（火）必着〉してください。
３．その他
　　受付期間の中間及び期間終了後に、町公式ウェブサイトに次に関する情報を公開します。
　　（１）推薦者（個人）の氏名、職業、年齢、性別／推薦者（団体）の団体名、団体の目的、
　　　　　代表者の氏名、構成員の数・資格・要件
　　（２）被推薦者または応募者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
　　（３）推薦または応募する区域及び推薦または応募の理由
　　（４）推薦者が被推薦者を他委員に推薦しているか否か、または応募者が他委員に応募しているか否か
◎問合せ　農業委員会事務局　☎（81）1875
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（１）免税軽油使用者証
（２）免税軽油の引取り等に係る報告書（※新規申請以外の方）
　　　〈納品書または領収書を添付、写しでも可。未使用
　　　の免税証（原本）を添付〉
（３）使用者証更新手数料　420円（※新規申請及び使
　　　用者証更新の場合）
（４）耕作証明書（※新規申請及び耕作面積が変更にな
　　　った場合）
　　　使用者証更新のみの場合、耕作証明は不要です。

農業用免税軽油に係る
申請についてのお知らせ

令和５年
農業用免税軽油申請受付及び免税証交付日程表
地区 会場受付日 受付時間 自治会

２月21日
（火）

２月22日
（水）

２月24日
（金）

南
犬
飼
地
区

壬
生
町
役
場
大
会
議
室

稲
葉
地
区

壬
生
地
区

共
同

受
委
託

９：00～
11：30

13：00～
15：30

９：00～
11：30

13：00～
15：30

９：00～
11：30

13：00～
15：30

２月３日
（金）

9：00～11：30 
および 
13：00～15：30

※朝一番、午後一番の時間帯は混雑します。遅い時間帯が
　比較的スムーズに受付できます。
※更新手数料420円がかかる方は、つり銭の無いよう御協
　力をお願いします。
※上記の期日に申請することが難しい場合は、県税事務所
　にお問合せください。

北 小 林
上 田

◎問合せ 栃木県税事務所　軽油引取税調査担当　☎（23）6882
農業委員会事務局　　　　　　　　　　☎（81）1875（耕作証明書について） 

軽
油

　栃木県では、毎年２月に、農業用の軽油引取税
免税証を一括して交付しています。 　　　　
　今年度は、壬生町役場１階大会議室 で申請
を受付けます。
　受付日時等は右表のとおりですので、交付を希
望する方は、ご確認ください。
※今年度より申請会場が変更になりますのでご注
　意ください。

栃木県庁下都賀庁舎　　
第２福利厚生棟会議室注：①新規申請の方は、免税証の交付は後日になります。

②新規申請及び免税機械の追加や入替えをされる方は、機
　械を取得したことが確認できる書類（契約書・納品書・
　領収書等）を持参するか、機械の「メーカー名」「型式」
　「馬力」をメモ等に控えてきてください。
③国税及び地方税の滞納処分を受けられた方は、処分解除
　の日から２年を経過しなければ申請できません。

令和５年令和５年

中 泉
助 谷 ・ 助 谷 原
安塚一～三・南部・中央
上 長 田
国谷中央・本田・新田
あ け ぼ の ・ 落 合
若草・虹の杜・国谷南
釜ヶ渕・原坪・鹿島
下 町 ・ 上 町
下 馬 木 ( 稲 葉 ）
本 郷 ・ 松 原
西部・北原・中央
台 宿 ・ 下 坪
東 原 ・ 鯉 沼
福 和 田
下 表 町 ・ 中 表 町
下 横 町 ・ 今 　 井
上 表 町 ・ 東 下 台
城 東 町 ・ 舟 　 町
栄 　 町 ・ 仲 通 町
上 通 町 ・ 駅 　 東
城 　 内 ・ 城 　 南
下 馬 木 （ 壬 生 ）
西 高 野
上 新 町 ・ 万 町
三 好 町 ・ 旭 町
車 塚 ・ 星 の 宮
台 坪 ・ 上 坪
前 宿 坪
田 向 稲 荷 内
馬 場 ・ 原 宿
至 宝 町 北 ・ 南
六美町南部・中央・北部
緑町・幸町・おもちゃのまち・いずみ
ひばりヶ丘・下台団地・県営壬生住宅

申請の際に持参するもの

国
谷
駅

ゴルフ場

壬生町総合運動場
体育館

社会福祉協議会

壬生町役場
申請会場

栃
木
街
道

壬生町役場 案内図
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3,500
1,380
1,400
6,280
500
200
0

700

採用予定人員

陸自
海自
空自
合計
陸自
海自
空自
合計

採用時期試験時期 合格発表

３～４月
（令和５年）

１次　12月
２次　１月

１次　12月
２次　１月

１次　12月
２次　１月

１次　12月
２次　１月

３～４月
（令和５年）

隊別募集期

第３回  男子
（10～12月）

第３回  女子
（10～12月）

令和4年度における自衛官候補生の募集計画 （単位：人）

※退職者等の状況による補充計画の変更等が生じた場合には、採用予定人員を
　変更する場合がございます。
※詳細は「自衛官募集ウェブサイト」をご確認ください。

自衛官募集
ウェブサイト

令和４年度
自衛官採用試験のお知らせ

自衛隊小山地域事務所
〒323-0022　小山市駅東通り１－25－20
　　　　　　　☎0285（25）4763

自衛隊栃木地方協力本部
宇都宮市桜５－１－13　宇都宮地方合同庁舎２Ｆ
☎028（634）3385

◎問合せ

No. イベント名 対象 参加費日程 時　　間 場所 定員 申込期間/方法

◎場所・問合せ　とちぎわんぱく公園　☎（86）5855

１ クリスマスイルミネーショ
ン＆電飾トレイン

16：00～17：25
＊トレイン
　17：00まで

どなたでも 期間中会場へ
観覧無料
＊トレイン
大人100円
小人 50円

12/3（土）～
25（日）
＊トレイン
　土日限定

ー虹の広場

２ ピッピサンタとあそぼう 12/17（土） 13：30～ 30名 当日会場へ
＊整理券を配布無料3歳～小学生ぱなぱなのま

ちステージ

1/７（土） 500円8組10：30～12：00 12/7（水）9：00～
電話か来所にて

小学生以上の
親子～大人ぱなぱな工房7

お正月クラフト
干支の『ふわふわウサギ』
をつくろう

どなたでも6 お正月クラフト
メッセージお守りづくり 1/３（火） 各回8組10：00～/11：00～

13：00～/14：00～ 当日会場へ折り紙100円
布　300円ぱなぱな工房

４ しめ縄飾りをつくろう ①10：30～12：00
②13：30～15：00

①12名
② 6組

11/25（金）9：00～
電話か来所にて2,500円ぱなぱな工房12/25（日） ①大人

②親子（2人1組）

５ 新春　國學院大學栃木高
等学校 書道部作品展 ー9：30～16：30

期間中会場へ
＊火曜休館、但し3日臨
時開館⇔11日振替休館

観覧無料こどもの城1/2（月・祝）
～30（月） どなたでも

３ 伝統文化
～正月花を生けよう～ 12/18（日） 12名10：30～12：00 11/18（金）9：00～

電話か来所にて2,000円どなたでもぱなぱな工房

1/15（日）10 親子で「マグカップ」をつくろう 各回6組10：00～12：00
13：00～15：00

12/15（木）9：00～
電話か来所にて1組1,000円小学生の親子

（2人1組）ぱなぱな工房

1/８（日）8 むかしあそび どなたでも ー10：00～15：00 当日会場へ無料ぱなぱなのま
ち芝生広場

9 ヤギと友だちになろう！ 1/９（月・祝） 10組 100円どなたでも10：00～11：00 当日会場へなかよし農園
ヤギ舎

公園内…年中無休　　　屋内施設休館…毎週火曜日、年末年始12/29（木）～1/1（日）、1/3（火）臨時開館 ⇔ 1/11（水）振替休館
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城址公園ホール城址公園ホール
（壬生中央公民館）（壬生中央公民館）

※電話受付は、10日（土）午後１時～17日（土）正午。
　募集定員になり次第、受付を〆切ります。
※申込者数が少ない場合（４名以下）その講座は中
　止となります。
※おつりがないように教材費を持参ください。

※新型コロナウィルス感染拡大の状況によっては、
　中止になる場合があります。その場合は、受付時、
　城址公園ホール玄関前に中止になった講座名を表
　示します。受付後は、申し込まれた方へ電話連絡
　をします。

休館：月曜日・火曜日午前・祝日

公民館講座（冬休み子ども講座）公民館講座

◎申込は、12月10日（土）午前９時より、城址公園ホ
　ールの玄関ロビーにて受付を開始します。（先着順）
※各講座とも、募集定員になり次第、受付を〆切り
　ます。代理の方の申込もできますが、来館された
　方の申込が優先されます。

冬休み子ども工作教室
講師　　和紙工芸家・きりちゃん工房 　　　　

桐林　和行　先生

　この教室では、普段の学校の授業では体験できない
「紙コマづくり」を通して、冬休みの他校生との交流
の機会としていただきます。

回

1

日付

12月25日

曜日

日

内            容

時　　間

小学生15名 
（町内の小１～小６）

厚紙や段ボール紙で紙コマを作っ
て、みんなで遊ぶ。

小１・２は、保護者の方の同伴で。

城址公園ホール 
　　　　　（中会議室）

持 参 品

９：00～12：00

一人500円（受付時集金） 

マスク　筆記用具　はさみ

募集人員

会　　場

教 材 費

そ の 他

きりばやし　   かずゆき

冬休み親子泥団子教室
講師　　ましこ★光る泥団子teamツチカラ 　

板倉　永悟　先生

　この教室では、普段の学校の授業では体験できない
「光る泥団子づくり」を通して、冬休みの親子の触れ
合いの機会としていただきます。

回

1

日付

12月24日

曜日

土

内            容

時　　間

親子10組20名 
（町内の小１～小６とその保護者）

親子で光る泥団子を作る。

祖父母でも可。

城址公園ホール 
　　　　　（中会議室）

持 参 品

10：00～12：00

親子一組1，000円（受付時集金） 

マスク　筆記用具
汚れてもよい服装

募集人員

会　　場

教 材 費

そ の 他

いたくら　　えい ご

～おじいさん・おばあさんの子供の頃の絵本・雑誌・マンガ本・遊び道具など～
12/17（土）～1/21（土）　９：00～16：00
城址公園ホール玄関横（風除室前）

ミニ特別展「昭和の日常展②」 

※年末年始（12/28～1/4）は休館です。
※事前受付の必要はありません。自由にご覧ください。 
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○
試
験
日　
２
月
12
日（
日
）

○
申
込
方
法　

電
子
申
請
（
消
防
試
験
研
究
セ
ン

タ
ー
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）

12
月
２
日（
金
）〜
13
日（
火
）

書
面
申
請　
12
月
５
日（
月
）〜
16

日（
金
）

○
費
用
（
試
験
手
数
料
）

　
甲
種　
５
，
７
０
０
円

　
乙
種　
３
，
８
０
０
円

○
願
書
配
布
場
所

石
橋
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部
、

石
橋
消
防
署
、
壬
生
消
防
署
、

上
三
川
消
防
署

◎
問
合
せ　
宇
都
宮
市
昭
和
１
‐

２
‐
16　
栃
木
県
自
治
会
館
１
階

（一財
）消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

栃
木
県
支
部

☎
０
２
８（
６
２
４
）１
０
２
２

　
放
送
大
学
は
、
令
和
５
年
４
月

入
学
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
10
代
か
ら
90
代
の
幅
広
い
世
代

８
万
５
千
人
以
上
の
学
生
が
、
大

学
を
卒
業
し
た
い
、
学
び
を
楽
し

み
た
い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
的

で
学
ん
で
い
ま
す
。

　
授
業
に
は
３
つ
の
ス
タ
イ
ル
が

あ
り
、
B
S
放
送
や
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
視
聴
す
る
、
ま
た
講
師
か

ら
直
接
受
け
る
授
業
が
あ
り
ま
す
。

　
心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史

・
文
学
・
情
報
・
自
然
科
学
な
ど
、

３
０
０
以
上
の
幅
広
い
授
業
科
目

が
あ
り
、
１
科
目
か
ら
学
ぶ
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
出
願
期
間
は
、
第
１
回
２
月
28

日
ま
で
、
第
２
回
が
３
月
14
日
ま

で
と
な
り
ま
す
。

◎
問
合
せ　
放
送
大
学
栃
木
学
習

セ
ン
タ
ー
☎
０
２
８（
６
３
２
）０

５
７
２

　
町
で
は
、
た
ば
こ
や
空
き
缶
な

ど
の
ポ
イ
捨
て
を
禁
止
し
、
地
域

の
環
境
美
化
を
図
る
た
め
に
「
壬

生
町
空
き
缶
等
の
散
乱
防
止
に
関

す
る
条
例
」
を
施
行
し
て
い
ま
す
。

　
ご
み
の
ポ
イ
捨
て
は
、
ま
ち
の

美
観
を
損
ね
る
だ
け
で
な
く
、
不

衛
生
で
、
時
に
は
事
故
や
火
災
の

原
因
と
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
心
な
い
ポ
イ
捨
て
行
為
を
な
く

す
た
め
に
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と

り
が
ポ
イ
捨
て
を
許
さ
な
い
環
境

を
つ
く
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
皆

さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

・
た
ば
こ
の
吸
い
殻
を
ポ
イ
捨
て

し
て
い
ま
せ
ん
か
？

・
空
き
缶
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
所

定
の
場
所
に
捨
て
ま
し
ょ
う
。

・
ポ
イ
捨
て
は
犯
罪
だ
と
い
う
意

識
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

・
何
気
な
い
ポ
イ
捨
て
行
為
が
多
く
の

人
の
迷
惑
だ
と
気
付
き
ま
し
ょ
う
。

◎
問
合
せ　
生
活
環
境
課
環
境
保

全
係　
☎（
81
）１
８
３
４

　
12
月
11
日
か
ら
31
日
ま
で
「
年

末
の
交
通
安
全
県
民
総
ぐ
る
み
運

動
」
と
「
地
域
安
全
運
動
（
防
犯

運
動
）
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
特

に
年
末
に
お
い
て
は
、
事
件
事
故

が
多
発
す
る
傾
向
に
あ
る
の
で
、

町
民
の
皆
さ
ん
に
も
安
全
で
安
心

な
町
づ
く
り
の
た
め
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

○
交
通
安
全
運
動
の
重
点

１
．
子
供
と
高
齢
者
の
交
通
事
故

　
　
防
止

２
．
飲
酒
運
転
等
の
根
絶

３
．　「
ラ
イ
ト
４（
フ
ォ
ー
）運
動
」

　
　
と「
原
則
ハ
イ
ビ
ー
ム
」の
推
進

　
　
※
栃
木
県
で
は
午
後
４
時
に

　
　
前
照
灯
を
点
灯
す
る「
ラ
イ
ト
４

　
　
運
動
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

４
．
自
転
車
の
交
通
ル
ー
ル
遵
守

　
　
の
徹
底

○
地
域
安
全
運
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

「
み
ん
な
で
つ
く
ろ
う
安
心
の
街
」

◎
問
合
せ　
生
活
環
境
課
く
ら
し

安
心
係　
☎（
81
）１
８
２
６

　
車
道
や
歩
道
の
一
部
に
、
所
有

地
か
ら
樹
木
が
張
り
出
し
た
り
、

雑
草
が
繁
茂
し
た
り
し
て
、
車
や

歩
行
者
の
通
行
の
妨
げ
と
な
っ
て

い
ま
せ
ん
か
？

　
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
歩
行
者
や

車
両
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、

原
因
と
な
っ
た
樹
木
等
が
生
え
て

い
る
土
地
の
所
有
者
が
管
理
責
任

を
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
民
法
第
７
１
７
条
、
道
路
法
第

43
条
）

　
な
お
、
私
有
地
か
ら
張
り
出
し

て
い
る
樹
木
等
は
、
土
地
所
有
者

の
方
に
所
有
権
が
あ
る
た
め
、
町

で
剪
定
・
伐
採
等
は
で
き
ま
せ
ん
。

（
民
法
第
２
３
３
条
）

　
道
路
法
第
30
条
及
び
道
路
構
造

令
12
条
で
は
、
建
築
限
界
と
い
い
、

「
道
路
上
の
安
全
な
通
行
を
確
保

す
る
た
め
、
車
道
の
上
空
４
・
５
ｍ
、

歩
道
の
上
空
２
・
５
ｍ
の
範
囲
内

に
障
害
と
な
る
も
の
を
置
い
て
は

な
ら
な
い
」
と
し
て
い
ま
す
。

　
事
故
を
未
然
に
防
ぎ
、
安
全
で

円
滑
な
通
行
が
で
き
る
よ
う
、
所

有
さ
れ
て
い
る
土
地
を
ご
確
認
し
、

適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
問
合
せ
　
建
設
課
管
理
係　

☎（
81
）１
８
５
０

Ｆ
Ａ
Ｘ（
82
）８
２
５
２

　
水
道
メ
ー
タ
ー
検
針
を
次
の
と

お
り
実
施
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
メ
ー

タ
ー
器
及
び
ボ
ッ
ク
ス
は
、
お
客

様
に
管
理
を
お
願
し
て
い
ま
す
。

○
期
間

１
月
３
日（
火
）〜
12
日（
木
）

○
特
に
協
力
い
た
だ
き
た
い
事
項

・
期
間
中
、
愛
犬
は
出
入
口
や
メ

ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
か
ら
離
れ
た
所

に
つ
な
い
で
お
い
て
く
だ
さ
い
。

・
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
は

物
を
置
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

（
鉄
板
、
資
材
、
植
木
鉢
、
車
、

洗
濯
機
な
ど
）

・
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
中
は
き

れ
い
に
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

（
水
、
砂
、
泥
、
ゴ
ミ
な
ど
）

・
家
屋
の
増
改
築
の
際
は
、
メ
ー

タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
を
見
や
す
い
と
こ

ろ
に
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。

止
水
栓
か
ら
宅
地
内
の
給
水
装
置

の
漏
水
に
つ
い
て

　
町
で
は
、
止
水
栓
か
ら
宅
地
内

の
給
水
装
置
（
給
水
管
、
メ
ー
タ

ー
ボ
ッ
ク
ス
等
）
は
、
お
客
様
の

管
理
区
分
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
部
分
の
漏
水
等
の
修
繕
は
、
お

客
様
に
負
担
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

放
射
性
物
質
測
定
結
果
に
つ
い
て

　
３
ヶ
月
に
１
度
、
水
道
水
の
放

射
性
物
質
を
測
定
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
放
射
性
物
質
は
検
出
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
安
心
し
て

ご
使
用
く
だ
さ
い
。

◎
問
合
せ　
水
道
課

☎（
82
）２
２
６
０　
　

お し ら せ

ご
み
の
ポ
イ
捨
て
は
禁
止
で
す

消
防
設
備
士

試
験
の
ご
案
内

道
路
上
に
張
り
出
し
て
い
る
樹

木
等
の
管
理
を
お
願
い
し
ま
す

年
末
の
交
通
・
地
域
安
全
運

動
の
実
施

水
道
メ
ー
タ
ー
検
針
の
お
知
ら
せ

お
し
ら
せ

お
し
ら
せ

放
送
大
学
入
学
生
募
集
の

お
知
ら
せ

試
験
・
募
集

試
験
・
募
集
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（
徴
収
事
務
受
託
者　
㈱
日
本
ウ

ォ
ー
タ
ー
テ
ッ
ク
ス
）

　
小
型
特
殊
自
動
車
の
基
準
に
該

当
す
る
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
や
農
耕

作
業
用
自
動
車
は
、
標
識
番
号

（
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
）
の
交
付

を
受
け
る
必
要
が
あ
り
、
軽
自
動

車
税
（
種
別
割
）
の
申
告
が
必
要

で
す
。

　
ま
だ
申
告
を
さ
れ
て
い
な
い
方

は
、
お
早
め
に
役
場
住
民
課
、
稲

葉
・
南
犬
飼
出
張
所
に
て
登
録
手

続
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
小
型
特
殊
自
動
車
に
該
当
す
る

車
両

〈
農
耕
作
業
用
自
動
車
〉　
　
　

　
　
　

（
年
額
２
，
４
０
０
円
）

農
耕
ト
ラ
ク
タ
、
農
業
用
薬
剤
散

布
車
、
刈
取
脱
穀
作
業
車
（
コ
ン

バ
イ
ン
）

及
び
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る

農
耕
作
業
用
自
動
車

〈
農
耕
作
業
用
自
動
車
以
外
の
も
の
〉

　
　
　

（
年
額
５
，
９
０
０
円
）

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
、
シ
ョ
ベ
ル
・

ロ
ー
ダ
等

○
登
録
に
必
要
な
も
の

・
身
分
証
明
書

・
そ
の
車
両
を
購
入
し
た
、
ま
た

は
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
明
す
る

も
の

・
そ
の
車
両
の
種
類
や
車
台
番
号

が
わ
か
る
も
の

ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

税
務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
問
合
せ　
税
務
課
諸
税
係　

☎（
81
）１
８
７
９
・
１
８
１
９

　
井
戸
水
の
み
の
方
ま
た
は
水
道

水
と
井
戸
水
を
併
用
し
て
下
水
道

を
使
用
し
て
い
る
方
は
、
ご
家
族

の
人
数
が
変
更
に
な
る
際
《
転
入
、

転
出
（
長
期
に
わ
た
る
転
勤
・
遠

隔
地
へ
の
入
学
・
介
護
施
設
等
へ

の
入
所
な
ど
）
、
出
生
、
死
亡
な

ど
》
に
は
、
す
み
や
か
に
下
水
道

課
ま
で
「
公
共
下
水
道
使
用
人
数

届
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
井
戸
水
で
下
水
道
を
使

用
さ
れ
る
方
は
転
入
・
転
出
の
際

に
は
「
公
共
下
水
道
使
用
届
（
開

始
・
休
止
）
届
」
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　
町
で
は
、
下
水
道
使
用
料
金
を

算
定
す
る
際
の
基
準
と
な
る
下
水

道
の
使
用
量
を
、
基
本
的
に
町
の

水
道
の
使
用
水
量
と
し
て
い
ま
す

が
、
水
道
水
以
外
の
水
（
主
に
井

戸
水
）
を
使
用
し
て
い
る
場
合
に

は
、
次
の
基
準
に
よ
り
使
用
量
が

認
定
さ
れ
ま
す
。

①
井
戸
水
の
み
を
使
用
し
て
い
る

場
合（
１
人
に
つ
き
１
ヶ
月
６
㎥
）

【
例
】
４
人
家
族
の
場
合　
６
㎥

×
４
﹇
人
﹈
＝
24
㎥
が
１
ヶ
月
の

汚
水
量
と
認
定
さ
れ
ま
す
。

②
井
戸
水
と
水
道
水
を
併
用
し
て

い
る
場
合
（
１
人
に
つ
き
１
ヶ
月

４
㎥
＋
水
道
使
用
水
量
）

【
例
】
４
人
家
族
で
水
道
使
用
量

が
10
㎥
の
場
合　

４
㎥
×
４
人
+

10
㎥
＝
26
㎥
が
１
ヶ
月
の
汚
水
量

と
認
定
さ
れ
ま
す
。

※
下
水
道
使
用
料
は
２
ヶ
月
に
一

度
の
納
付
で
す
。

※
人
員
に
は
０
歳
児
も
含
み
ま
す
。

　
農
業
集
落
排
水
を
使
用
し
て
い

る
方
の
使
用
料
金
は
、
家
族
の
人

数
に
よ
り
算
定
し
て
い
ま
す
。
ご

家
族
の
中
で
、
転
入
・
転
出
・
出

生
・
死
亡
等
に
よ
る
変
更
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
す
み
や
か
に
下
水

道
課
ま
で
「
使
用
水
・
世
帯
人
員

変
更
届
」
を
ご
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
提
出
の
無
い
場
合
、
使
用
料

金
は
変
更
と
な
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
世
帯
全
体
で
の
転
入
・

転
出
な
ど
の
際
に
は
、
「
使
用
開

始
・
休
止
・
廃
止
・
再
開
届
」
を

提
出
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
書
式
に
つ
い
て
は
、
町

公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
よ
り
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
か
、
次
の
お
問
合
せ

ま
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

《
共
通
事
項
》

◎
問
合
せ　
下
水
道
課
業
務
係　

☎ （
81
）１
８
５
８

　
風
し
ん
は
、
強
い
感
染
力
を
持

ち
、
妊
娠
初
期
の
妊
婦
が
感
染
す

る
と
、
生
ま
れ
て
く
る
赤
ち
ゃ
ん

が
先
天
性
風
し
ん
症
候
群
（
聴
力

や
視
力
、
心
臓
に
障
が
い
が
で
る

こ
と
）
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

自
身
の
感
染
を
防
ぎ
、
赤
ち
ゃ
ん

の
健
康
を
守
る
た
め
、
抗
体
検
査

と
予
防
接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　
風
し
ん
の
ク
ー
ポ
ン
券
が
届
い

て
い
る
男
性
は
、
無
料
で
風
し
ん

の
抗
体
検
査
と
予
防
接
種
を
受
け

ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
予
防
接
種

は
、
風
し
ん
の
抗
体
検
査
に
よ
り

抗
体
価
が
十
分
に
な
い
と
判
定
さ

れ
た
方
の
み
が
対
象
で
す
。

○
対
象
者　
風
し
ん
の
ク
ー
ポ
ン

券
の
対
象
者
は
昭
和
37
年
４
月
２

日
か
ら
昭
和
54
年
４
月
１
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
男
性
の
方
対
象
者
に

無
料
ク
ー
ポ
ン
券
を
送
付
し
て
い

ま
す
。
お
持
ち
で
な
い
方
は
左
記

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
問
合
せ　
健
康
福
祉
課
健
康
増

進
係　
☎ （
81
）１
８
８
５

○
施
設
名　

城
址
公
園
ホ
ー
ル

（
壬
生
中
央
公
民
館
）
、
稲
葉
地

区
公
民
館
、
南
犬
飼
地
区
公
民
館
、

歴
史
民
俗
資
料
館
、
図
書
館
、
生

涯
学
習
館
、
総
合
運
動
場
全
施
設
、

北
部
運
動
場
、
南
部
運
動
場

○
休
館
期
間　
12
月
28
日（
水
）〜

１
月
４
日（
水
）

　
年
末
年
始
の
ご
み
収
集
・
し
尿

の
く
み
取
り
は
、
次
の
と
お
り
と

な
り
ま
す
。

◆
年
末

・
ご
み
収
集　
12
月
30
日（
金
）ま

で
、
指
定
曜
日
の
区
域
を
通
常
ど

お
り
に
収
集
し
ま
す
。

・
ご
み
の
持
ち
込
み　
12
月
30
日

（
金
）ま
で
、
受
け
入
れ
ま
す
。

※
最
終
日
は
大
変
混
み
合
い
ま
す

の
で
、
前
日
ま
で
の
来
場
を
お
す

す
め
し
ま
す
。
な
お
、
31
日（
土
）

は
受
け
入
れ
ま
せ
ん
。

・
し
尿
く
み
取
り　
12
月
28
日（
水
）

ま
で
、
く
み
取
り
し
ま
す
。

◆
年
始

・
ご
み
収
集　
１
月
４
日（
水
）か

ら
、
指
定
曜
日
の
区
域
を
通
常
ど

お
り
に
収
集
し
ま
す
。

※
年
始
の
回
収
が
休
業
と
な
る
た

め
、
も
え
な
い
ご
み
の
収
集
が
月

曜
日
ま
た
は
火
曜
日
に
な
っ
て
い

る
地
区
は
回
収
す
る
週
が
変
わ
り

ま
す
（
第
１
・
第
３
週
↓
第
２
・

第
４
週
、
第
２
・
第
４
週
↓
第

３
・
第
５
週
）
。

・
ご
み
の
持
ち
込
み　
１
月
４
日

（
水
）か
ら
、
受
け
入
れ
ま
す
。 

・
し
尿
く
み
取
り　
１
月
４
日（
水
）

か
ら
、
く
み
取
り
し
ま
す
。

※
休
業
期
間
中
は
、
ご
み
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
に
ご
み
を
出
さ
な
い
よ
う
、

お し ら せ

井
戸
水
を
使
用
し
て
い
る
公
共

下
水
道
使
用
者
の
方
へ
の
お
願
い

井
戸
水
使
用
者
の
下
水
道
の

使
用
量
の
算
出
の
し
か
た

風
し
ん
の
追
加
的
対
策
は
３
年
間

延
長
！　
風
し
ん
の
抗
体
検
査
と

予
防
接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う

農
業
集
落
排
水
の
届
出
に
つ
い
て

年
末
年
始
の
休
館
日
の
お
知
ら
せ

小
型
特
殊
自
動
車
・
農
耕
作
業
用
自

動
車
の
登
録
は
お
済
み
で
す
か
？

下
水
道
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

年
末
年
始
の
ご
み
収
集
及
び

し
尿
汲
み
取
り
に
つ
い
て
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お
願
い
し
ま
す
。

※
ご
み
の
収
集
ル
ー
ト
が
変
更
に

な
り
、
収
集
の
時
間
が
ず
れ
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
み
は

必
ず
収
集
当
日
の
午
前
８
時
ま
で

に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
合
せ

・
ご
み
に
つ
い
て　
清
掃
セ
ン
タ

ー　
☎（
82
）３
４
２
４

・
し
尿
に
つ
い
て　
ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー　
☎（
82
）６
７
３
９

　
年
齢
を
重
ね
て
も
、
ま
だ
ま
だ

元
気
で
働
き
た
い
意
欲
の
あ
る
60

歳
以
上
の
皆
さ
ん
、
一
緒
に
働
き

ま
せ
ん
か
？
関
心
を
お
持
ち
の
方

は
、
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
な

お
、
次
の
日
程
で
は
都
合
が
つ
か

な
い
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
都

合
の
良
い
日
時
で
の
入
会
説
明
を

行
い
ま
す
。

○
入
会
資
格　

 

町
内
在
住
で
原
則
60
歳
以
上
の
方

・
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
方

（
特
別
な
資
格
な
ど
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
）

・
シ
ル
バ
ー
事
業
の
趣
旨
を
理
解

し
、
賛
同
さ
れ
る
方     

○
日
時　
１
月
４
日（
水
）午
後
１

時
30
分
〜
（
30
分
程
度
）

○
場
所 　
壬
生
町
シ
ル
バ
ー
ワ

ー
ク
プ
ラ
ザ　
研
修
室　
（
役
場

庁
舎
西
）

○
説
明
会
内
容　
入
会
資
格
説
明

・
シ
ル
バ
ー
事
業
の
趣
旨
・
概
要

説
明
・
入
会
申
込
書
の
記
入
方
法

・
質
疑

　
刃
物
研
ぎ
は
１
月
・
２
月
は
実

施
せ
ず
３
月
以
降
の
再
開
と
な
り

ま
す
。

◎
問
合
せ　
（
公
社
）壬
生
町
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー　
☎（
82
）４

６
８
２　
Ｆ
Ａ
Ｘ（
82
）４
６
８
７

１
．
犬
は
つ
な
い
で
飼
い
ま
し
ょ
う
。

２
．
散
歩
中
は
引
き
綱
を
つ
け
、
ビ

ニ
ー
ル
袋
や
テ
ィ
ッ
シ
ュ
、
ス
コ

ッ
プ
、
水
を
入
れ
た
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
を
必
ず
携
帯
し
、
ふ
ん
は
家
ま

で
持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
。

３
．
所
有
者
の
明
示
を
し
ま
し
ょ
う
。

（
首
輪
等
に
名
札
や
鑑
札
を
つ
け

て
く
だ
さ
い
）

４
．
な
き
ぐ
せ
が
あ
る
場
合
は
獣
医

師
に
相
談
し
、
し
つ
け
を
し
て
く

だ
さ
い
。

※
愛
犬
は
大
切
な
家
族
の
一
員
で

す
。
社
会
の
ル
ー
ル
を
守
っ
て
大

切
に
飼
育
し
ま
し
ょ
う
。

　
栃
木
県
動
物
愛
護
指
導
セ
ン
タ

ー
や
町
に
は
、
猫
に
関
す
る
苦
情

や
相
談
が
多
数
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。
　
そ
の
内
容
は
、
野
良
猫
や
捨
て

猫
に
関
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で

す
。
原
因
は
、
飼
い
主
の
無
責
任

な
飼
い
方
や
、
野
良
猫
に
無
責
任

に
エ
サ
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
だ
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

猫
の
飼
い
主
は
次
の
こ
と
を
守
っ

て
く
だ
さ
い
。

１
．
身
元
の
表
示
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
飼
い
猫
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き

り
さ
せ
る
た
め
、
名
札
な
ど
で
所

有
者
を
明
示
し
ま
し
ょ
う
。

２
．
屋
内
飼
育
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　
安
全
で
、
ス
ト
レ
ス
が
発
散
で

き
れ
ば
、
猫
は
空
間
を
う
ま
く
使

え
る
た
め
、
広
い
場
所
を
必
要
と

し
ま
せ
ん
。
屋
内
に
上
下
運
動
の

で
き
る
タ
ワ
ー
を
設
置
し
た
り
、

た
ん
す
な
ど
家
具
を
利
用
し
た
り

す
る
な
ど
し
て
屋
内
飼
育
に
努
め

ま
し
ょ
う
。
屋
内
飼
育
す
る
こ
と

に
よ
り
、
交
通
事
故
や
感
染
症
か

ら
猫
を
守
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

３
．
ト
イ
レ
の
し
つ
け
を
し
ま
し

ょ
う
。

　
猫
は
と
て
も
き
れ
い
好
き
で
す
。

室
内
の
決
ま
っ
た
場
所
で
排
泄
す

る
よ
う
し
つ
け
ま
し
ょ
う
。

４
．
不
妊
去
勢
手
術
を
実
施
し
ま

し
ょ
う
。

　
繁
殖
さ
せ
る
予
定
が
な
け
れ
ば
、

不
妊
去
勢
手
術
を
受
け
さ
せ
ま
し

ょ
う
。
不
幸
に
な
る
命
を
増
や
さ

な
い
こ
と
も
動
物
愛
護
に
つ
な
が

り
ま
す
。
な
お
、
不
妊
去
勢
手
術

に
つ
い
て
は
、
動
物
病
院
に
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

野
良
猫
に
エ
サ
を
与
え
な
い
で
く

だ
さ
い
。

　
野
良
猫
に
エ
サ
を
与
え
る
こ
と

は
、
大
変
無
責
任
な
行
為
で
す
。

か
わ
い
そ
う
だ
と
思
っ
て
エ
サ
を

与
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
飼
い
主
と

し
て
責
任
を
持
っ
て
飼
い
ま
し
ょ

う
。

猫
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ　
近
所
に
い
る
飼
い
主
不
明
の

猫
を
引
き
取
っ
て
ほ
し
い
。

Ａ　
猫
の
引
き
取
り
は
で
き
ま
せ

ん
。
猫
は
、
飼
い
猫
か
野
良
猫
か

の
判
断
が
で
き
な
い
た
め
で
す
。

ま
た
、
犬
と
異
な
り
、
捕
獲
を
行

う
た
め
の
法
的
根
拠
が
あ
り
ま
せ

ん
。

Ｑ　
飼
い
主
の
不
明
な
猫
は
ど
う

す
れ
ば
い
い
の
？

Ａ　
猫
に
障
害
を
与
え
な
い
よ
う
、

水
を
か
け
る
な
ど
の
方
法
で
追
い

払
っ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
猫
に

危
害
を
加
え
る
こ
と
は
法
律
違
反

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

Ｑ　
そ
の
他
（
捨
て
ら
れ
た
子
猫

等
）

Ａ　
栃
木
県
動
物
愛
護
指
導
セ
ン

タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

《
共
通
事
項
》

◎
問
合
せ

栃
木
県
動
物
愛
護
指
導
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
８（
６
８
４
）５
４
５
８

　
ロ
ー
ン
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
、
家
族

の
借
金
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

専
門
の
相
談
員
が
丁
寧
に
話
を
伺

い
ま
す
。

※
必
要
に
応
じ
て
弁
護
士
紹
介
可
。

財
務
省
関
東
財
務
局
宇
都
宮
財
務

事
務
所　
相
談
専
用
電
話

☎
０
２
８（
６
３
３
）６
２
９
４

平
日　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時　
電
話
ま
た
は
面
談　
無
料

○
主
催　
町
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル

フ
協
会

○
実
施
日　
１
月
９
日（
月
）※
小

雨
延
期
（
午
前
８
時
に
決
定
し
ま

す
）

延
期
の
場
合
は
、
１
月
23
日（
月
）

に
実
施
予
定

○
会
場　
壬
生
総
合
運
動
場
Ｂ
グ

ラ
ウ
ン
ド

○
集
合
締
切
時
刻　
午
前
８
時
30

分
（
遅
刻
し
た
場
合
は
参
加
で
き

ま
せ
ん
）

○
参
加
資
格　
町
在
住
の
方

○
申
込
方
法　
当
日
会
場
に
て
受
付

○
参
加
料　

６
０
０
円（
協
会
登
録
者
は
無
料
）

お し ら せ

猫
と
一
緒
に
く
ら
す
た
め
に

刃
物
研
ぎ
の
お
知
ら
せ

第
５
回
町
民
グ
ラ
ウ
ン
ド
・

ゴ
ル
フ
大
会　
参
加
者
募
集

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

壬
生
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

ー
会
員
募
集
中（
入
会
説
明
会
）

壬
生
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
か
ら
の
お
し
ら
せ

借
金
で
お
悩
み
の
方
へ

近
所
の
方
か
ら
愛
犬
が
き
ら

わ
れ
な
い
た
め
に

栃
木
県
動
物
愛
護
指
導
セ

ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ
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壬生町総合運動場

○
協
会
へ
の
登
録　

年
間
会
費
４
，
０
０
０
円
（
町
協

会
費
２
，
５
０
０
円
、
県
協
会
費

１
，
０
０
０
円
、
公
益
法
人
日
本

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
協
会
費
５
０

０
円
）

○
持
参
品　
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル

フ
用
品
（
お
持
ち
で
な
い
方
は
申

し
出
て
く
だ
さ
い
）

◎
問
合
せ　
壬
生
町
グ
ラ
ウ
ン
ド

・
ゴ
ル
フ
協
会　
会
長　
星
野
ト

ヨ
☎（
82
）１
８
８
７

　
い
ち
ご
一
会
と
ち
ぎ
国
体
の
開

催
に
伴
い
、
利
用
を
中
止
し
て
い

ま
し
た
、
町
総
合
運
動
場
Ａ
・
Ｂ

グ
ラ
ウ
ン
ド
は
12
月
１
日（
木
）か

ら
利
用
を
再
開
し
ま
す
。

◎
問
合
せ

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

☎（
82
）２
３
４
５

　
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

の
ス
ク
ー
ル
コ
ー
チ
に
よ
る
小
学

生
対
象
の
ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー

ル
ス
ク
ー
ル
で
す
。

　
初
心
者
か
ら
経
験
者
ま
で
ミ
ニ

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
基
本
を
学

び
、
基
礎
体
力
の
向
上
・
ス
キ
ル

ア
ッ
プ
を
目
指
し
ま
す
。

○
日
時　
12
月
18
日（
日
）

10
時
〜
正
午　
受
付
９
時
30
分

○
場
所

壬
生
町
総
合
運
動
場
体
育
館

○
申
込
期
間

12
月
１
日（
木
）〜
16
日（
金
）

○
共
催　
壬
生
町

○
参
加
資
格　
町
在
住
及
び
近
隣

市
町
の
ジ
ュ
ニ
ア
（
小
学
生
）

○
参
加
費　
会
員　
　
１
０
０
円

　
　
　
　
　
非
会
員　
２
０
０
円

◎
申
込
先
・
問
合
せ　
ゆ
う
が
お

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
事
務
局
（
壬
生

町
総
合
運
動
場
管
理
棟
内
）

☎（
51
）６
０
２
２

Ｆ
Ａ
Ｘ（
51
）２
９
４
３

メ
ー
ル

（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー
ル
可
）
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ゆ
う
が
お
ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
ス
ク
ー
ル
参
加
者

募
集

yuugaosc@
cc9.ne.jp

壬
生
町
総
合
運
動
場
A
･
B

グ
ラ
ウ
ン
ド
利
用
再
開
の
お

知
ら
せ

トレーニングルームリニューアルのお知らせ

●12月13日（火）　午前10時～正午、午後１時～３時
●12月18日（日）　午前10時～正午、午後１時～３時
●12月22日（木）　午後３時～７時

インストラクター指導日時

・シェイプアップや脂肪燃焼におすすめのマシンを設置
　（ロータリートーソ＆ツイスト、アダクション＆アブダ
　クション等）
・膝痛や腰痛の方でも使いやすい有酸素運動マシン（バイ
　クやストライダー等）の設置
・トレッドミル（ランニングマシン）の追加 ◎問合せ　スポーツ振興課　☎（82）2345

【リニューアル内容】トレーニング機器更新

ほ
し 

の　
と

よ

　町総合運動場トレーニングルームは、リニューアルを行い、
11月１日（火）より利用を再開しています。
　新しくなったトレーニングルームは、より女性が利用しや
すく、また健康づくりにもおすすめの施設となっています。
　なお、トレーニングインストラクターの指導日もあります
ので、下記日程をご確認ください。

結 婚 相 談 室

今すぐ、勇気を出して ☎0280-30-7070
※公的書類の提出・面接可能な方！！

※お見合い後交際に入った場合は希望により正式入会に進みます。
〒306-0011　茨城県古河市東３－５－13　旧イトーヨーカドー南側

男性10,000円  女性5,000円 登録費は別途必要

体験入会活動費

相談室

チャペルチャペルチャペルチャペル

◎問合せ　●総合政策課情報デジタル係　☎（81）1814

https://

お し ら せ



　　　　　
話
を
聴
い
て
貰
い
た
い
方
、
話

を
聴
い
て
く
れ
る
方
が
い
な
い

方
、
話
し
た
い
こ
と
が
た
く
さ
ん

あ
る
方
、
な
ん
で
も
丁
寧
に
お
聴

き
し
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
お
越
し

く
だ
さ
い
。
個
別
対
面
で
、
会
員

が
話
を
聴
き
ま
す
。
会
員
は
男
女

あ
わ
せ
て
54
名
お
り
、
全
員
傾
聴

ス
キ
ル
を
習
得
し
て
い
ま
す
。
予

約
な
ど
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

お
話
を
伺
う
際
に
ご
希
望
等
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
事
前
に
問
合
せ
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
聴
か
せ
て

い
た
だ
い
た
内
容
を
他
に
漏
ら
す

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
安

心
く
だ
さ
い
。

○
日
時 

①
12
月
16
日（
金
）

　
午
前
10
時
〜
11
時

②
１
月
16
日（
月
）

　
午
前
10
時
〜
11
時

○
場
所 　

①
十
二
支
館
（
元
玉
田
商
店
）

至
宝
１
‐
３
‐
3
4　

②
社
会
福
祉
法
人
せ
せ
ら
ぎ
会

「
ゆ
る
り
」
安
塚
２
０
３
２

・
十
二
支
館
・
・
毎
月
第
３
金
曜

日　
社
会
福
祉
法
人
せ
せ
ら
ぎ
会

「
ゆ
る
り
」
・
・
原
則
毎
月
第
１

月
曜
日

・
マ
ス
ク
の
着
用
と
、
検
温
を
お

願
い
し
て
い
ま
す
。

○
参
加
費　
無
料

◎
問
合
せ　
町
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
グ
ル
ー
プ
「
き
か
せ
て
」
会
長 

佐
藤　
☎（
82
）３
９
０
２

町
社
会
福
祉
協
議
会

☎（
82
）７
８
９
９

　
認
知
症
の
方
や
そ
の
家
族
、
地

域
住
民
の
方
々
、
専
門
職
等
の
誰

も
が
参
加
で
き
る
集
い
の
場
で
す
。

　
ど
な
た
で
も
お
気
軽
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。
当
日
は
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
の
方
に
よ
る
歌
や
踊
り
、
民

話
等
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
予

定
し
て
い
ま
す
。
（
内
容
は
そ
の

日
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
）
お
茶

や
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら
、
ほ

っ
と
ひ
と
息
し
ま
せ
ん
か
？

○
日
時　
12
月
18
日（
日
）

午
前
10
時
〜 

11
時
頃

○
場
所 　
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
し
も
つ
け
荘　
ホ
ー
ル

○
参
加
費　
１
０
０
円

　
認
知
症
の
方
や
そ
の
家
族
、
地

域
の
み
な
さ
ん
が
楽
し
め
る
場
所

で
す
。

　
当
日
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方

に
よ
る
歌
や
踊
り
、
民
話
等
の
レ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
予
定
し
て
い

ま
す
。
（
内
容
は
そ
の
日
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
）

　
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
、
な
ご
み

ま
し
ょ
う
。

○
日
時　
12
月
23
日（
金
）

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

○
場
所　

町
ふ
れ
あ
い
交
流
館

（
し
の
の
め
公
園
内
）

○
参
加
費　
１
０
０
円

《
共
通
事
項
》

◎
問
合
せ

健
康
福
祉
課
介
護
保
険
係

☎（
81
）１
８
７
６
、
１
８
７
７ 

壬
生
北
地
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー　
☎（
86
）３
５
７
９

壬
生
南
地
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー　
☎（
82
）２
１
１
９

　　　
町
教
育
委
員
会
が
主
催
し
て
今

年
で
17
年
目
を
迎
え
た
放
課
後
学

習
サ
ポ
ー
ト
事
業
を
両
中
学
校
３

年
生
を
対
象
に
11
月
〜
２
月
の
中

で
実
施
し
ま
す
。

 

地
域
住
民
が
無
償
の
放
課
後
学

習
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
講
師
と
な

り
、
中
学
生
の
自
主
学
習
を
支
援

し
て
い
く
取
組
で
す
。
中
学
校
の

放
課
後
の
空
き
教
室
を
利
用
し
て
、

わ
か
ら
な
い
問
題
の
解
き
方
等
に

つ
い
て
中
学
生
が
学
習
支
援
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
質
問
し
、
学
習
支
援

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
そ
れ
に
答
え
る

形
で
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

○
日
時

11
月
〜
２
月
の
中
で
週
２
〜
４
回

程
度
（
学
校
と
の
調
整
に
よ
る
）

時
間　
帰
り
の
会
終
了
後
、
１
時

間
程
度

○
会
場　
壬
生
中
学
校
並
び
に
南

犬
飼
中
学
校

○
主
催　
町
教
育
委
員
会

（
主
管
：
生
涯
学
習
課
生
涯
学
習
係
）
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お し ら せ

「
傾
聴
の
部
屋
」
の
ご
案
内

放
課
後
学
習
サ
ポ
ー
ト
事
業

こ
ど
も

こ
ど
も

介
護
介
護

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
「
な
ご
み
」

の
開
催
に
つ
い
て

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ「
福
来（
ふ

っ
く
）ら
」の
開
催
に
つ
い
て

道路工事のお知らせ
　道路工事を下記のとおり行います。
工事期間中はご迷惑をおかけしますが、
ご協力をお願いします。

工事内容：道路を拡幅する工事を行います。
工事箇所：大字壬生丁地内
工　　期：12月上旬 ～ 令和５年３月上旬

※なお、測量や材料の発注等により、実際
　の工事期間が前後する場合があります。
◎問合せ　建設課土木係　☎（81）1851

さ 

と
う



『ベビトレヨガ教室』参加者募集
　産後のお母さんの心と身体を緩めながら、脳科学に基
づき赤ちゃんの成長に合わせて一緒に楽しめるベビトレ
ヨガを体験しましょう！ママも赤ちゃんも笑顔になれる
こと間違いなしです。
○日　時　12月19日（月）
　　　　　①午前９時30分～10時40分
　　　　　②午前10時30分～11時40分
○場　所　児童館
○対　象　生後２か月～１歳前後
　　　　　（町在住者・産後１回のみの参加）
○講　師　山中志穂氏
○定　員　①②各コース５組
○参加費　無料
○持ち物　マスク着用・バスタオル・汗拭きタオル・水分補
　　　　　給用飲み物（ミルク等）・お気に入りのおもちゃ
◎申込・問合せ　12月５日（月）から電話で受付（定員になり
　　　　　　　次第締め切り）令和５年２月にも開催予定
　子育て支援センターひよこ
　☎（82）3309（午前９時から午後４時30分まで）

ファミリー・サポートセンター講習会
「病気とケガの手当て」
　子育て中に心配な病気やケガの手当てについて、日赤栃木
県支部幼児安全指導員の講話と実習を行います。ファミサポ
会員研修ですが、子育て中の方々も参加できます。とっさの
事態に慌てないために、是非一緒に学んでいきましょう。
○日　時　１月25日（水）　午前10時～正午 
○場　所　子育て支援センターつばめ
○対　象　ファミサポ協力会員・子育て中の親
　　　　　及び家族※親子でも参加できます
○定　員　10組（20人まで）　
○参加費　無料
○申　込　12月19日（月）～定員になり次第締切
○持ち物　バンダナ２枚、パンティストッキング１足、
　　　　　Ｔシャツ（お子様のサイズ）水分補給用飲み物
○お願い　感染症対策の為、参加者のマスク着用と手指
　　　　　消毒、当日の検温と体調確認のご協力をお願
　　　　　いします。
◎問合せ　子育て支援センターつばめ
　☎（86）0132（午前９時から午後４時30分まで）

未就園児親子教室【ミッキータイム】
○日　時　12月７日（水）　午前10時～11時　６組
○場　所　町児童館
○内　容　体操・製作・季節の遊び・読み聞かせ
○対　象　１歳３ヶ月以上の未就園児と保護者
　　　　　（なかよしルーム会員以外の方）
○申　込　前日までに電話で申込み

はじめての児童館
　児童館をはじめて利用する親子を応援します。
○日　時　12月14日（水）　午前10 時～11時 
○場　所　町児童館
○内　容　利用案内・読み聞かせ・クラフトタイ　
　　　　　ム・自由遊び
○対　象　はじめて児童館を利用する親子　　
○申　込　前日までに電話で申込み

マミータイム【クリスマスオーナメント】
　小物づくりをきっかけに子育て・ママ友づくりを
応援します。　　　　　　　　　
○日　時　12月16日（金）
　　　　　午前９時30分～10時30分　４組
　　　　　午前10時30分～11時30分　４組
○場　所　町児童館
○内　容　クラフトタイム・
　　　　　読み聞かせ・自由遊び
○対　象　未就園児親子　８組    
○申　込　前日までに電話で申込み

《共通事項》
○場　所　町児童館
◎問合せ　こども未来課児童館　☎（82）7388
　（月曜日から土曜日　午前８時30分～午後５時）

からのおしらせ児童館児童館

子育て支援センター からのおしらせつばめつばめ

子育て支援センター からのおしらせひよこひよこ
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図書館からのおしらせ図書館からのおしらせ

羽生田小学校
藤井小学校
壬生北小学校
安塚小学校
壬生東小学校
稲葉小学校
睦小学校

13：00～14：00
13：00～14：00
13：00～14：00
13：00～15：00
13：00～15：00
13：00～14：00
13：00～15：00

12日（木）
13日（金）
17日（火）
18日（水）
19日（木）
20日（金）
26日（木）

○移動図書館（BM）１月の日程

　図書館では、スタッフ・ボランティアによる子ど
も向けの読み聞かせを開催しています。
・おはなしひろば
　12月３日（土）・10日（土）・24日（土）
　１月７日（土）・14日（土）・28日（土）
　午前10時～10時30分
※12月17日（土）は「クリスマスおはなし会」、１月
　21日（土）は「冬のおはなし会」を午前10時から開
　催します。

おはなし会12・１月の日程

（０･１･２才向け）
　12月15日（木）・１月19日（木）
　午前10時～10時30分

《共通事項》
○場　所　町立図書館２階会議室
◎問合せ　町立図書館　☎（82）8543

親子おはなし会

おもちゃのまち
（おもちゃ団地協同
　組合北側駐車場）

14：00～16：0027日（金）

壬生北小学校
睦小学校
壬生東小学校
藤井小学校
安塚小学校
羽生田小学校
稲葉小学校

13：00～14：00
13：00～15：00
13：00～15：00
13：00～14：00
13：00～15：00
13：00～14：00
13：00～14：00

６日（火）
８日（木）
９日（金）
13日（火）
14日（水）
15日（木）
16日（金）

○移動図書館（BM）12月の日程

おもちゃのまち
（おもちゃ団地協同
　組合北側駐車場）

14：00～16：0023日（金）

図書館キャラクター：ミブラ

　今年もクリスマスおはなし会を開催します！
おはなしと手あそびで、一緒に楽しみましょう。
○日　時　12月17日（土）　午前10時～10時30分
○場　所　町立図書館　２階　会議室　　 
○定　員　親子５組（先着順）
○参加費　無料
○申　込　12月３日（土）午前９時より、図書館カウ
　　　　　ンターにて申込みください。
　　　　　（電話での受付は正午より可）
○注意事項　感染対策のため、換気を実施します。
　体温調節のできる服装でお越しください。
◎問合せ　町立図書館　☎（82）8543

「お正月の飾り」を作ります。ご一緒に楽しみまし
ょう。
○日　時　①12月21日（水）　②12月23日（金）
　　　　　午前10時～正午
　　　　　（※両日とも同じ作品を作ります）
○場　所　町立図書館２階 会議室
○定　員　各回とも先着10名
○参加費　無料
○申　込　12月１日（木）午前９時より申込み開始
○持ち物　特に無し
◎申込先・問合せ　図書館読書ボランティア「おは
　なしアライグマ」緑川和子☎090（6154）0118

○日　時　１月８日（日）
　　　　　午後２時～３時30分
○場　所　城址公園ホール（壬生中央公民館）　
　　　　　２階　研修室
○内　容　大人気の「新春図書館寄席」、新年初笑
　　　　　いで楽しく始めましょう！
○出　演　冗談法人「真岡落語研究会」
○定　員　30名（先着順）
○参加費　無料
○申　込　12月18日（日）午前９時より図書館カウン
　　　　　ターにて申し込み開始
　　　　　（電話での受付は正午から可）
○注意事項　ご来場の際は、マスクの着用をお願い
　します。
　（マスクの着用がない場合は参加できません）
　発熱のある方や体調のすぐれない方は、参加でき
　ません。
◎問合せ　町立図書館　☎（82）8543

クリスマスおはなし会

「大人の折り紙教室」のお知らせ

新春図書館寄席
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各　　種　　相　　談各　　種　　相　　談

お し ら せ

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
か
ら
の

お
し
ら
せ

海
産
物
の
電
話
勧
誘
販
売
・
送
り

付
け
ト
ラ
ブ
ル

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
収

入
が
減
っ
て
困
っ
て
い
る
」
と
い
う
電

話
に
注
意
！

「
支
援
し
て
ほ
し
い
」
と
電
話
で
言
わ
れ

て
海
産
物
を
購
入
し
た
が
、
届
い
た
商
品

は
金
額
に
見
合
わ
な
い
も
の
だ
っ
た
。「
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
収
入
が
減

っ
て
困
っ
て
い
る
」
な
ど
と
い
っ
て
消
費

者
の
親
切
心
や
同
情
心
に
つ
け
込
む
勧
誘

の
ほ
か
「
買
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
困
る
」

な
ど
の
強
引
な
勧
誘
も
目
立
ち
ま
す
。
ま

た
、
高
齢
の
母
親
が
電
話
で
海
産
物
を
勧

め
ら
れ
て
断
っ
た
が
、
代
引
配
達
で
商
品

が
届
き
、
代
金
を
支
払
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
送
り
付
け
の
事
例
も
み
ら
れ
ま
す
。

●
ト
ラ
ブ
ル
に
あ
わ
な
い
た
め
の
ポ
イ

ン
ト

〇
少
し
で
も
お
か
し
い
と
感
じ
た
ら
、

き
っ
ぱ
り
と
断
り
ま
し
ょ
う
。

〇
事
業
者
か
ら
の
電
話
勧
誘
で
契
約
を

し
た
と
き
は
期
間
内
で
あ
れ
ば
、
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
が
で
き
ま
す
。

〇
一
方
的
に
商
品
が
届
い
て
も
受
け
取

ら
な
い
！
受
け
取
っ
て
し
ま
っ
て
も
代

金
を
支
払
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ト
ラ
ブ
ル
に
遭
っ
た
と
感
じ
た
場
合
は
、

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

◎
問
合
せ

壬
生
町
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎（
82
）１
１
０
６

人権･行政相談

その他

相談内容

場　所
日　時

南犬飼地区公民館
12月15日（木）　午後１時30分～４時

相談無料・秘密厳守 お気軽にご相談ください。
予約は必要ありませんが、事前予約を推奨します。

申込み
問合せ 生活環境課くらし安心係　☎（81）1826

心配ごと特別相談（弁護士相談）

（福）壬生町社会福祉協議会　☎（82）7899

その他

対　象

申込日

申込方法
相談員
場　所

日　時

国が設立した法律相談機関『法テラス栃木』
もご利用ください。　☎050（3383）5395

町内在住　各回５名
同一の内容の相談は一回限り

弁護士

電話予約受付（先着順）
12月５日（月）
午前８時30分～

１月10日（火）
午前８時30分～

12月８日（木）
午前10時～正午

１月12日（木） 
午前10時～正午

申込み
問合せ

壬生町保健福祉センター　２Ｆ　録音室

消費生活相談

対　象

相談員

日　時

消費生活相談員

月～金曜日
（土・日曜日、祝日および年末年始を除く）
午前９時～正午、午後１時～４時 

町内在住者
申込み
問合せ 壬生町消費生活センター　☎（82）1106

場　所 壬生町消費生活センター（役場庁舎内）

みんなの人権110番 　　　　　　☎0570（003）110  
子どもの人権110番 　　　　　　☎0120（007）110  
女性の人権ホットライン　　　　 ☎0570（070）810  
インターネット人権相談窓口　https://www.jinken.go.jp

電話・インターネットによる人権相談

相続全般ほか「相続登記義務化」、おひとり様
や認知症に備えた生前対策、ほか法律相談

行政書士相談

司法書士相談

相談内容

日　時

役場103会議室（１階）

対　象

申込方法
電話予約受付（先着順）

相談員 司法書士

場　所

12月21日（水）　午後２～４時　 
１回の相談時間は30分です

町内在住者

申込み
問合せ 生活環境課くらし安心係　☎（81）1826

12月１日（木）　午前８時30分～

相続、遺言、農地転用、開発行為等の手続相談内容

日　時

役場102会議室（１階）

対　象

申込方法
電話予約受付（先着順）

相談員 行政書士

場　所

12月22日（木）　午後２～４時　 
１回の相談時間は30分です

町内在住者

申込み
問合せ 生活環境課くらし安心係　☎（81）1826

12月１日（木）　午前８時30分～

「人権相談」ひとりで悩んでいませんか？
毎日の生活の中で、差別、いじめ、職場での
嫌がらせ、虐待、DVなどで思い悩むことが
ある場合。人権擁護委員に人権相談をするこ
とができます。
「行政相談」医療保険、年金、道路等、行政
についての苦情、要望等がある場合、行政相
談委員に相談することができます。
相田喜久夫 氏　☎（82）0603
粂川　元一 氏　☎（86）3869



壬生町防災行政無線システムについて

総務課　消防防災係　☎８１ー１８０８壬生町防災行政無線に関するお問合せは

役場にて放送した拡声子局からの案内と同じ内容を、携帯
電話やパソコンなどにメールで配信します。
事前登録が必要ですので、次により登録ください。登録方
法は、携帯電話・パソコンなどから右記２次元コードや下
記ＵＲＬへアクセスしてください。
・URL　http://www.bousai-mibu.jp/mail/pub/

・２次元コード

防災メールの配信放送内容の確認（電話応答装置）

電話番号　0282-82-9000

「放送されていることに途中で気付いた」「風
が強くて放送内容がよく聞こえなかった」とい
う場合は、次の番号に電話すると放送内容を聞
くことができます。

30

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、心に不安がある方や悩み、
ストレスがある方に対してLINEを使用した相談を行っています。

午後3時～午後10時まで（最終受付：午後9時まで）（土日祝日含む）
本相談は「LINEアプリ」を使用します。 
２次元コードを読み取るか、URLを入力して登録してください。 
URLはこちら→https://l in.ee/mEQ70Cr

相談時間
相談方法

こころの相談@とちぎこころの相談@とちぎ

※受診する際は、事前に電話確認をしてからお出かけください。

「自殺予防いのちの電話」「自殺予防いのちの電話」「自殺予防いのちの電話」
毎月10日　午前８時　～　翌日11日  午前８時の24時間
自殺予防相談

０１２０-７８３-５５６　＊通話料無料

日　　時
相談内容
相談番号

午後７：00～午後10：00　内科（小児を含む）のみ

内科（小児を含む）・外科　午前９：00～午後９：00

内　科　午前９：00～午後９：00
外　科　午前９：00～午後５：00
小児科　午後６：00～午後９：00

平日（月～土曜日）

休日（祝日・年末年始）

休日（日曜日）

◆栃木地区急患センター　栃木市境町27-15　☎（22）8699

診療日時

◆とちぎ救急医療電話相談
　急な病気やけがについて、経験豊富な看護師が相談に応じます。

〔大 人〕毎日　午後６：00～午後10：00
　　　　 ☎028（623）3344　プッシュ回線＃7111

〔子ども〕月曜日～土曜日　午後６：00～翌朝８：00
　　　　　日曜日・祝　日　24時間
　　　　　☎028（600）0099　プッシュ回線＃8000

12月４日
12月11日
12月18日
12月25日
12月31日
１ 月 １日
１月２日
１月３日
１月８日
１月９日

落合３-４-７
藤井1285-14
安塚1184-10
安塚765-15
壬生丁259-７

落合３-４-７
藤井1285-14
寿町５-３
駅東町５-６

☎81-0880
☎82-5800
☎86-0501
☎86-6000
☎82-7877
☎86-6624
☎81-0880
☎82-5800
☎25-5881
☎21-7300

大 久 保 ク リ ニ ッ ク
壬 生 東 診 療 所
荒 川 内 科 ク リ ニ ッ ク
に し や ま 内 科 ク リ ニ ッ ク
石田消化器科・内科クリニック
福井セントラルクリニック
大 久 保 ク リ ニ ッ ク
壬 生 東 診 療 所
高 橋 と お る ク リ ニ ッ ク
は し も と ク リ ニ ッ ク

◆壬生町在宅当番医　９：00～17：00
電話番号住　　所診療科目病　　院　　名日　付

内
内
内
内
内
内・小児
内
内
内
内

おもちゃのまち２-４-８



日

12月16日～１月15日
12月

１月
1

5
6
7
8
9
10

3

12
13
14
15

16
17

19

22
23
24

20

26

水

木

27

4

21

2

18

25

11

土

月

火

日

28
29

31

金

金

30

こども（行事名） おとな（行事名）日 曜

ベビーチャピー合同（９：00～子育て支援センターつばめ）

乳幼児健診（４か月児）（13：00～稲葉地区公民館）
未就園児親子対象教室（なかよしルーム・きらきらコース）（9：30～児童館）

成長記録会チャピー（９：30～子育て支援センターつばめ）
マミータイム（９：30～児童館）

マミータイム（９：30～児童館）

ベビトレヨガ教室（９：30～児童館）

乳幼児健診（１歳６か月）（12：50～稲葉地区公民館）

乳幼児健診（３歳児）（12：50～稲葉地区公民館）

なかよし相談（９：30～稲葉地区公民館）
おっぱい相談（10：00～稲葉地区公民館）
地域子育て支援活動（10：00～おもちゃ団地ゆうゆ館）

両親学級（９：30～稲葉地区公民館）

おっぱい相談（10：00～稲葉地区公民館）

窓口業務時間延長日（17：15～19：00　本庁住民課・税務課・こど
も未来課・健康福祉課）

役場本庁舎・稲葉出張所・南犬飼出張所　年末年始休業（～３日まで）

窓口業務時間延長日（17：15～19：00　本庁住民課・税務課・こど
も未来課・健康福祉課）
シルバー人材センター　刃物研ぎ〈9：00～南犬飼出張所（入口東側
自転車置き場）〉

土

水

木

月

火

日

金

土

土

金

木

日

月

水

火

月

日

土

金

木

水

日

火

集団健診〈７：30～城址公園ホール（中央公民館）〉※本年度最終日　

シルバー人材センター入会説明会（13：30～シルバーワークプラザ研修室）

水道メーター検針（１/３～１/12）

●固定資産税……………………………（３期）
●国民健康保険税………………………（６期）
●介護保険料……………………………（６期）
●後期高齢者医療保険料………………（６期）
　　　　　　　　　納期限　12月26日（月）

12月の
納税等

毎月第３日曜日は家庭の日です。
この機会に家族の絆を深めてみませんか？
※一部施設で優待制度があります。（詳細は県ＨＰ参照）
◎問合せ　教育委員会事務局生涯学習課（☎81ー1873）

毎月第３日曜日は
ふれあい育む
　　　　家庭の日

イベントの開催状況については、町の公式ウェブサイトを
確認するか、各担当課にお問合せください。
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未就園児親子対象教室（なかよしルーム・にこにこコース）（9：30～児童館）



　栃木市・壬生町の小学４年生の多数の応募作品の
中から、県都市整備課長賞に安塚小学校の坂本奏太
さん、公益財団法人とちぎ建設技術センター理事長
賞に壬生小学校の神谷拓杜さんが選ばれました。ま
た、優秀賞に壬生東小学校から２作品選ばれ、優良
賞に安塚小学校から５作品、壬生小学校から３作
品、壬生東小学校・睦小学校・壬生北小学校からそ
れぞれ１作品が選ばれました。
　なお、県都市整備課長賞・公益財団法人とちぎ建
設技術センター理事長賞・優秀賞については、12月
24日（土）～令和５年１月６日（金）正午まで栃木県庁
15階展示ギャラリーにて展示します。
※年末年始（12月29日～１月３日）は休館となります。

次回は２月生まれのアイドルを募集します。 12月21日（水）締　切

【必要事項】氏名（ふりがな）（複数のアイドルが写っている場合はそれぞれ分か
　　　　　　るように明記してください）、保護者名、生年月日、住所、電話番号
【申込方法】町公式ウェブサイトの、わが家のアイドル入力フォーム
　　　　　　https://www.town.mibu.tochigi . jp/docs/2014122100034/
　　　　　　から申込みができます。
　　　　　　役場総合政策課、稲葉・南犬飼出張所、子育て支援
　　　　　　センターでも受付けています。
【申 込 先】壬生町総合政策課情報デジタル係
　　　　　　〒321-0292　壬生町大字壬生甲3841-１
　　　　　　Eメールアドレス　sougo@town.mibu.tochigi . jp
【備　　考】壬生町在住に限ります。写真は掲載後、原則お返しできません。
　　　　　　また、町子育てサイトのトップページにもお写真を掲載します。

つち や     せ  らん

土屋 世藍くん
（H28.12.12生）

わが家の
アイドル
わが家の
アイドル
わが家の
アイドル  ん の 場み な 広

あつ み    あお ば

渥美 葵葉ちゃん
（H30.12.5生）

ちえりちゃん
（R2.12.23生）

よし  ば    たく や

吉葉 拓弥くん
（R1.12.28生）

ゆう  や

優弥くん
（H29.3.13生）

わかまつ   さ   ゆ

若松 咲結ちゃん
（R2.12.31生）

みや た     れ   な

宮田 怜奈ちゃん
（R3.12.16生）

ふく  だ     れ  な

福田 玲凪ちゃん
（R3.12.28生）

み   な

美名ちゃん
（H30.8.10生）

た  なか    み   う

田中 美有ちゃん
（H27.12.14生）

たか だ    みお

髙田 澪ちゃん
（R2.12.25生）

ゆう な

有那ちゃん
（R2.5.11生）

さいとう    り   な

斎藤 浬那ちゃん
（H29.12.28生）

いいもり  ゆず  き

飯森 柚貴くん
（R3.12.16生）

ひさぎ

日楓ちゃん
（H30.9.30生）

おおみや  あ さ ひ

大宮 空柊くん
（H27.12.23生）

しん  た ろう

新太朗くん
（H29.6.9生）

いわ  し みず  らん

石清水 蘭ちゃん
（R2.12.19生）

県都市整備課長賞
安塚小学校　坂本　奏太

公益財団法人とちぎ建設技術センター理事長賞
壬生小学校　神谷　拓杜

かみ  や   たく  と 

さかもとそう  た

じゅん

 潤くん
(H28.10.26生)

あらかわ  げん

　荒川 源くん
(H30.11.27生)

̶お詫びと訂正̶　①広報みぶ11月号36ページに掲載の「わが家のアイドル」の記事にて、「悠人くん（H29.7.4生）」と記載しましたが、正しくは「潤くん（H28.10.26生）」
でした。お詫びして訂正いたします。
②広報みぶ11月号５ページに掲載の「第12回壬生町民ゴルフ大会結果」の記事にて、「グロス総合の部　優勝　吉岡 正人　スコア72」「男子グロスの部　優勝　石村 壮　スコア72」
と記載しましたが、正しくは「グロス総合の部　優勝　吉岡 正人　スコア66」「男子グロスの部　優勝　石村 壮　スコア75」でした。お詫びして訂正いたします。

下水道普及啓発ポスター入賞作品が決定しました下水道普及啓発ポスター入賞作品が決定しました下水道普及啓発ポスター入賞作品が決定しました

12月号広報みぶ No.763
令和４年12月１日発行

環境保護のため再生紙を使用しています。

発行人／壬生町役場  〒321-0292 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841-1　編集／総務部総合政策課情報デジタル係
　　　　電話0282-81-1814　FAX0282-28-6718　町公式ウェブサイト https://www.town.mibu.tochigi . jp

【まちのうごき】●総人口 38,581人（－20）　男 19,118人（－21）　女 19,463人（＋1）　●総世帯 16,302（－6） （　）内は前月比　令和４年度11月末現在

よしおかまさ  と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いしむらつよし

よしおかまさ  と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いしむらつよし

はる と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅん
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	2212／10まちトピ002
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